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賃
金
決
定
の
基
本
要
素
と
賃
金
制
度

1賃
金
に
は
毎
月
の
給
与
、
夏
冬
等
の
賞
与
、
退
職
時

の
退
職
金
・
企
業
年
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
な
ん
と

い
っ
て
も
、
毎
月
の
給
与
が
労
働
の
直
接
の
対
価
と
し

て
最
重
要
で
す
。
そ
の
な
か
で
も
一
番
金
額
の
大
き
い

「
基
本
給
」
部
分
の
組
み
立
て
方
こ
そ
、
賃
金
制
度
の

最
大
の
テ
ー
マ
で
す
。

少
し
原
理
的
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
使
用
者
が
人
を

雇
い
賃
金
を
払
う
の
は
、
使
用
者
の
手
元
に
次
の
よ
う

な
「
仕
事
」
が
あ
る
か
ら
で
す
。

１　

第
三
者
に
任
せ
ら
れ
る
、「
目
的
」
の
明
確
な

「
仕
事
」
が
あ
る
。

２　

人
を
雇
っ
て
そ
の
仕
事
を
さ
せ
れ
ば
、
使
用
者
の

利
益
と
な
る
「
成
果
」
が
得
ら
れ
る
。

３　

使
用
者
は
一
定
の
賃
金
で
そ
の
仕
事
を
引
き
受
け

る
労
働
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

そ
の
成
果
が
も
た
ら
す
「
価
値
」
は
、
使
用
者
が

支
払
う
賃
金
の
額
よ
り
も
大
き
い
。

５　

外
部
に
費
用
を
払
っ
て
業
務
を
委
託
し
た
り
、
代

わ
り
の
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
す
る
よ
り
も
、

ま
た
自
分
で
処
理
す
る
よ
り
も
、
人
を
雇
う
ほ
う

が
費
用
対
効
果
は
大
き
い
。

人
を
雇
う
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
よ
う
に
明
確
な
経

済
的
利
益
が
見
込
ま
れ
る
仕
事
が
あ
る
と
き
に
、
一
定

の
賃
金
を
払
っ
て
人
の
「
仕
事
を
す
る
能
力
」
を
一
定

の
時
間
量
あ
る
い
は
作
業
量
で
買
い
取
り
、
実
際
に
仕

事
を
さ
せ
て
使
用
者
の
期
待
す
る
「
仕
事
の
成
果
」
を

実
現
す
る
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
り
ま
す
。
賃
金
は
、
使

用
者
が
労
働
力
の
使
用
権
を
買
い
取
り
、
使
用
者
の
指

揮
命
令
の
も
と
で
仕
事
を
さ
せ
、
使
用
者
に
成
果
を
も

た
ら
す
、
社
会
経
済
的
な
媒
介
の
働
き
を
す
る
特
別
な

貨
幣
な
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
、
賃
金
の
直
接
的
な
決
定
要
素
は
図
表
１

の
六
つ
に
集
約
さ
れ
ま
す
。

図
表
１
の
う
ち
①
②
③
は
、
企
業
内
で
「
人
が
・

仕
事
を
し
て
・
成
果
を
上
げ
る
」
と
い
う
普
遍
的
な

価
値
創
出
の
構
成
要
素
そ
の
も
の
で
す
。
④
の
支
払

い
形
態
※１
に
加
え
、
①
②
③
要
素
の
何
を
重
視
し
て
労

働
者
一
人
ひ
と
り
の
賃
金
を
配
分
す
る
か
に
よ
っ
て
、

賃
金
制
度
の
基
本
的
な
性
格
が
決
ま
り
ま
す
（
後
述
）。

例
え
ば
、
だ
れ
で
も
ほ
ぼ
成
果
が
上
が
る
難
易
度
の

低
い
仕
事
で
あ
れ
ば
、
人
の
要
素
よ
り
も
「
簡
単
な
仕
※１　④の支払い形態は勤務日数や労働時間に応じた給与計算や、出来高に基づく歩合給の計算処理などの部分をいいます
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事
」
と
い
う
②
の
要
素
で
賃
金
の
大
半
が
決
ま
る
で

し
ょ
う
。
た
だ
し
簡
単
な
仕
事
で
あ
っ
て
も
、
経
験
の

度
合
い
に
よ
っ
て
③
成
果
（
貢
献
度
）
に
有
意
差
が
あ

る
の
で
あ
れ
ば
、
①
人
材
の
年
功
的
な
能
力
評
価
を
加

味
し
て
賃
金
を
決
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、
高
い
専
門
知
識
や
熟
練
技
能
が
必
要
な
仕
事

で
、
大
き
な
責
任
が
と
も
な
い
、
人
材
の
採
用
や
育
成

に
時
間
が
か
か
る
職
種
の
場
合
は
、
②
仕
事
の
専
門
性

や
責
任
の
度
合
い
、
①
人
材
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
な
ど
を

よ
り
重
視
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

専
門
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
働
く
人
の
態
度
や
努
力
が

成
果
を
大
き
く
左
右
す
る
仕
事
の
場
合
は
、
①
人
材
の

行
動
姿
勢
を
評
価
し
た
り
、
仕
事
の
③
成
果
を
評
価
し

て
賃
金
を
決
め
よ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。

賃
金
水
準
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

2①
〜
④
は
企
業
内
の
事
情
で
す
が
、
⑤
の
費
用
は
、

世
間
相
場
に
照
ら
し
て
ど
れ
だ
け
賃
金
コ
ス
ト
が
か
か

る
か
と
い
う
「
外
部
基
準
」
を
参
照
す
る
必
要
性
を
示

し
ま
す
。

経
営
者
は
、
企
業
外
部
の
競
争
環
境
と
と
も
に
支
払

え
る
賃
金
費
用
の
限
界
や
そ
の
⑥
効
果
性
・
経
済
性
を

シ
ビ
ア
に
判
断
し
、
な
る
べ
く
安
価
に
労
働
力
を
調
達

す
る
方
法
を
探
り
つ
つ
、
ど
の
金
額
ま
で
払
え
る
か
、

払
う
べ
き
か
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

市
場
経
済
の
も
と
で
は
、
賃
金
水
準
は
人
材
・
労
働

力
と
い
う
商
品
の
「
機
能
・
品
質
」
に
対
す
る
市
場
価

格
と
企
業
間
の
需
給
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

近
代
経
済
学
の
限
界
効
用
理
論
に
よ
れ
ば
、
完
全
競

争
市
場
の
も
と
で
利
潤
を
最
大
化
し
よ
う
と
す
る
企
業

は
、
次
の
よ
う
な
単
純
な
理
由
か
ら
雇
用
や
賃
金
を
調

整
し
ま
す
。

（
＋
）
賃
金
コ
ス
ト
を
追
加
し
て
労
働
者
を
増
や
す

ほ
う
が
、
よ
り
大
き
な
追
加
収
入
を
得
ら
れ
る
と
判
断

し
た
と
き
、
企
業
は
人
を
増
や
し
て
利
益
最
大
化
を
ね

ら
い
ま
す
。
労
働
市
場
が
タ
イ
ト
に
な
れ
ば
、
人
の
採

用
や
離
職
防
止
の
た
め
賃
金
を
上
げ
ま
す
。
こ
の
動
き

は
企
業
や
経
済
が
成
長
す
る
と
き
の
常
態
で
あ
り
、
こ

れ
以
上
賃
金
を
上
げ
、
雇
用
を
増
や
し
て
も
企
業
と
し

て
追
加
利
益
が
見
込
め
な
い
限
界
、
ま
た
は
人
材
不
足

の
た
め
採
用
で
き
な
い
と
い
う
限
界
ま
で
進
み
ま
す
。

賃
金
の
上
限
は
高
収
益
の
企
業
ほ
ど
余
裕
が
あ
り
、

世
間
相
場
よ
り
も
高
い
賃
金
を
提
示
し
、
よ
い
人
材
を

集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
逆
に
低
収
益
の
企
業
は
そ

の
余
裕
が
な
い
た
め
、
一
定
以
上
の
賃
金
は
提
示
で
き

ま
せ
ん
。
結
果
と
し
て
企
業
の
収
益
性
に
よ
り
、
賃
金

格
差
が
生
じ
ま
す
。

（
－
）
逆
に
労
働
者
を
減
ら
し
て
賃
金
コ
ス
ト
を
減

ら
す
ほ
う
が
、
収
入
の
減
少
以
上
に
メ
リ
ッ
ト
が
大
き

い
と
き
は
、
解
雇
規
制
な
ど
の
制
限
が
な
い
か
ぎ
り
、

あ
え
て
人
を
減
ら
し
ま
す
。
賃
金
も
上
げ
ま
せ
ん
。
こ

の
動
き
は
、
景
気
後
退
の
局
面
や
、
企
業
が
高
成
長
か

ら
低
成
長
に
移
行
す
る
と
き
な
ど
に
起
き
や
す
く
、
こ

れ
以
上
労
働
者
が
減
る
と
損
失
が
出
る
と
い
う
限
界
の

手
前
ま
で
進
み
ま
す
。

（
±
）
雇
用
の
増
減
に
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
を
下
げ

て
も
質
の
よ
い
人
材
が
採
用
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
企
業

は
経
済
性
を
考
え
て
、
こ
れ
以
下
の
賃
金
で
は
採
用
し

に
く
い
と
い
う
限
界
ま
で
賃
金
を
低
く
据
え
置
き
ま
す
。

厳
し
い
経
済
環
境
の
も
と
で
は
、
労
働
者
の
最
低
限
の

生
活
維
持
に
必
要
な
賃
金
水
準
ま
で
割
り
込
ん
で
し
ま

└────（④時間･作業量）────┘
個別賃金

賃金水準
（⑤費用、⑥効果）

世間相場・市場価値　付加価値生産性

内部基準

外部基準

①人材……能力・意欲…………………どんな人が働くのか
②仕事……手順・ロジック・道具……どんな仕事をするのか
③成果……貢献度………………………どれだけの成果をもたらすのか
④時間……作業量………………………どのように支払うのか
⑤費用……世間相場・需給関係………いくらで人を雇えるか
⑥効果……費用対効果・生産性………費用対効果はどれくらいか

   ┌─────────（賃金制度）─────────────┐
（生活） ①人材　　　→②仕事　　　→③成果　　　→（顧客の評価）
生計費 能力　　　難易度・責任　　　貢献度 事業収益

図表1　賃金決定の基本要素と賃金制度
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う
こ
と
も
あ
る
た
め
、
最
低
賃
金
の
法
規
制
を
設
け
る

こ
と
が
重
要
な
社
会
政
策
と
な
り
ま
す
。

事
業
の
成
長
と
人
材
の
評
価
・
選
別
の

メ
カ
ニ
ズ
ム

3企
業
が
労
働
者
を
雇
う
の
は
、
一
般
家
庭
で
家
政
婦

や
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
雇
っ
た
り
す
る
場
合
の
「
消
費

的
労
働
」
と
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

企
業
の
場
合
は
、
労
働
の
成
果
が
企
業
内
で
消
費
さ

れ
ず
に
、
後
工
程
に
次
々
と
リ
レ
ー
さ
れ
、
最
終
的
に

は
会
社
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
て
顧
客
に
効
用
と

満
足
を
提
供
し
、
そ
の
代
価
と
し
て
会
社
の
売
上
げ
、

そ
し
て
人
件
費
や
利
益
の
源
泉
と
な
る
「
付
加
価
値
」

を
実
現
し
ま
す
。

付
加
価
値
と
は
、
簡
単
に
い
う
と
、
会
社
の
売
上
げ

か
ら
、原
材
料
の
仕
入
れ
や
外
注
に
か
か
っ
た
費
用（
直

接
原
価
）
を
引
い
た
残
り
、「
売
上
総
利
益
」
あ
る
い

は
「
粗
利
」
の
こ
と
で
す
。

こ
の
な
か
か
ら
、
会
社
が
支
払
う
賃
金
・
賞
与
・
退
職

金
費
用
・
社
会
保
険
料
な
ど
の
人
件
費
、
役
員
報
酬
、

設
備
に
対
す
る
償
却
費
な
ど
の
内
部
経
費
や
、
借
入
金

利
息
・
賃
借
料
な
ど
の
外
部
経
費
が
ま
か
な
わ
れ
、
最

後
に
税
前
利
益
が
残
り
ま
す
。
税
金
や
株
主
配
当
を
引

い
た
残
り
が
、
最
終
的
な
「
純
利
益
」
と
し
て
会
社
に
蓄

積
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
多
く
の
会
社
は
、
こ
れ
ら
の
経
費

を
成
長
の
原
資
と
し
て
人
材
や
設
備
、
資
金
に
再
投
資

し
続
け
、
さ
ら
な
る
事
業
の
成
長
拡
大
を
目
ざ
し
ま
す
。

会
社
の
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
は
、
付
加
価
値
の
拡
大
再

生
産
と
い
う
共
通
の
事
業
目
的
を
効
率
的
に
達
成
す
る

た
め
に
、
高
度
な
分
業
制
に
よ
っ
て
組
織
的
に
編
制
さ

れ
た
「
人
と
仕
事
の
構
造
体
」
で
あ
り
、
そ
の
付
加
価

値
を
原
資
と
す
る
配
分
・
再
投
資
・
成
長
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
こ
そ
が
企
業
経
営
の
核
心
で
す
。

た
だ
し
、
経
済
が
成
熟
化
し
て
競
争
が
激
化
し
、
賃

金
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
人
を
増
や
せ
ば
収
益
が

増
え
る
と
い
う
成
長
機
会
は
か
ぎ
ら
れ
ま
す
。
複
雑
な

分
業
制
や
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
な
る
高
度
経
済
社

会
に
お
い
て
、
企
業
が
求
め
る
労
働
力
は
単
な
る
「
人

手
」
で
は
な
く
、
知
的
に
訓
練
さ
れ
さ
ま
ざ
ま
な
業
務

に
有
能
さ
を
発
揮
で
き
る
「
高
度
人
材
」
で
あ
り
、
採

用
す
る
側
も
さ
れ
る
側
も
、
互
い
に
厳
し
い
競
争
に
さ

ら
さ
れ
ま
す
。

同
様
の
競
争
・
選
別
は
必
然
的
に
企
業
内
部
で
も
行

わ
れ
、
評
価
制
度
の
運
用
や
個
別
の
賃
金
決
定
に
大
き

な
影
響
を
与
え
ま
す
。
例
え
ば
新
卒
が
同
じ
初
任
給
で

入
社
し
て
も
、
早
く
仕
事
を
覚
え
、
成
長
す
る
人
材
は

評
価
も
高
く
、
早
く
昇
給
す
る
で
し
ょ
う
。
仕
事
が
簡

易
で
人
の
代
替
が
き
く
職
種
よ
り
も
、
仕
事
が
む
ず
か

し
く
育
成
に
時
間
や
コ
ス
ト
が
か
か
る
専
門
的
な
職
種

や
、
責
任
が
重
く
代
替
の
利
か
な
い
仕
事
の
ほ
う
が
、

社
内
の
賃
金
待
遇
は
高
く
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
賃
金
は
、
単
に
人
を
雇
い

生
活
を
支
え
る
必
要
コ
ス
ト
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

経
営
課
題
に
積
極
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
成
果
を
上
げ

る
人
材
を
確
保・育
成
す
る
た
め
の
「
人
的
資
本
投
資
」

と
し
て
再
定
義
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

会
社
の
賃
金
制
度
も
、
そ
の
よ
う
な
人
の
目
的
意
識

的
な
働
き
を
う
な
が
し
、
活
躍
に
ふ
さ
わ
し
い
賃
金
待

遇
を
実
現
す
る
戦
略
的
な
仕
組
み
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

賃
金
制
度
は
人
基
準
か
ら
仕
事
基
準
へ

4賃
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
①
人
材
、
②
仕
事
、
③
成

果
の
う
ち
、
ど
の
要
素
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
お
よ

2023.5

職能給に注目し で賃金を決める
属人給人材 能力・年功

職務給に注目し で賃金を決める
仕事給〈１〉仕事 職務評価

役割給に注目し で賃金を決める
仕事給〈２〉役割 役割・貢献度

歩合給に注目し で賃金を決める
出来高給成果 出来高

図表２　４つの賃金制度
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そ
4
通
り
の
考
え
方（
や
り
方
）が
あ
り
ま
す（
図
表
２
）。

図
表
３
で
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
賃
金
制
度
が
た
ど
っ

て
き
た
沿
革
を
ふ
り
返
る
と
、

⑴
終
戦
直
後
の
混
乱
期
か
ら
経
済
復
興
期
は
、
猛
烈

な
イ
ン
フ
レ
に
対
す
る
生
活
防
衛
の
戦
い
が
な
ん
と

い
っ
て
も
最
優
先
さ
れ
、
労
使
紛
争
も
多
発
し
て
、
大

幅
賃
上
げ
に
よ
る
生
活
給
の
確
保
が
労
使
の
大
問
題
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

⑵
モ
ノ
づ
く
り
に
よ
る
貿
易
立
国
に
成
功
し
た
高
度

成
長
期
に
入
る
と
、
労
使
紛
争
を
避
け
る
春
闘
方
式
の

枠
組
み
の
な
か
で
毎
年
の
賃
上
げ
と
生
活
水
準
の
向
上

が
定
着
し
ま
す
。
こ
の
時
期
に
新
卒
採
用・年
功
賃
金・

終
身
雇
用
と
い
う
日
本
的
経
営
の
基
本
が
で
き
上
が
り

ま
し
た
。

⑶
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
で
高
度
成
長
期
が
終

わ
っ
た
後
も
日
本
経
済
は
順
調
に
安
定
成
長
を
続
け
、

経
済
大
国
化
を
果
た
し
ま
す
。
日
本
企
業
は
能
力
主
義

的
な
人
的
資
源
管
理
を
武
器
に
「
日
本
の
一
人
勝
ち
」

と
も
い
え
る
歴
史
的
な
大
成
功
を
お
さ
め
、こ
の
時
期
、

「
職
能
給
」
と
呼
ば
れ
る
年
功
的
な
ヒ
ト
基
準
の
賃
金

制
度
が
分
厚
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
中
間
層
の
形
成
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

⑷
と
こ
ろ
が
バ
ブ
ル
景
気
が
崩
壊
し
、
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
デ
フ
レ
が
進
む
な
か
で
、
年
功
的

な
賃
金
上
昇
に
急
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
り
ま
す
。
新
自
由

主
義
を
背
景
と
す
る
自
己
責
任
論
や
リ
ス
ト
ラ
、
労
働

の
規
制
緩
和
に
よ
る
雇
用
の
多
様
化
が
進
む
な
か
で
、

年
俸
制
に
代
表
さ
れ
る
成
果
主
義
ブ
ー
ム
が
起
き
た
り

し
ま
し
た
。

成
果
主
義
は
そ
の
後
や
や
沈
静
化
し
ま
す
が
、
こ
の

時
期
を
境
に
、
賃
金
制
度
の
中
心
は
属
人
的
な
職
能
給

か
ら
仕
事
基
準
の
役
割
給
に
移
行
し
始
め
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。

⑸
現
状
で
は
、
少
子
高
齢
化
と
長
期
の
デ
フ
レ
経
済

に
苦
し
む
国
内
企
業
と
は
対
照
的
に
、
世
界
で
は
デ
ジ

タ
ル
経
済
化
で
大
成
功
を
お
さ
め
た
G
A
F
A
M
※2
な

ど
の
巨
大
新
興
企
業
が
市
場
を
席
捲
し
て
い
ま
す
。

地
政
学
的
な
危
機
も
重
な
り
、
V
U
C
A
※3
と
呼
ば

れ
る
急
速
で
不
確
実
な
社
会
変
動
・
流
動
性
が
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
を
覆
い
、
日
本
は
明
ら
か
に
劣
勢
に
立
た
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
近
の
円
安
も
い
わ
ば
国

力
の
低
下
の
あ
ら
わ
れ
で
す
。

ど
う
も
日
本
企
業
は
経
営
戦
略
に
基
づ
く
人
材
の
確

保
・
活
用
が
弱
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
反
省

か
ら
、
従
来
型
の
日
本
的
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
雇

用
人
事
の
限
界
を
感
じ
ら
れ
て
い
る
経
営
者
や
人
事
担

当
者
の
間
で
、
こ
れ
か
ら
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ジ
ョ
ブ
型

雇
用
人
事
に
見
習
い
、
よ
り
目
的
意
識
的
に
価
値
創
造

の
た
め
の
人
的
投
資
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
声
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

次
回
は
高
齢
者
の
賃
金
実
態
に
も
目
を
向
け
、
日
本

企
業
の
ヒ
ト
基
準
の
雇
用
人
事
と
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
人
事

の
比
較
を
通
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
賃
金
制
度
の
方
向
性

を
検
討
し
ま
す
。

※２　GAFAM……Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft の頭文字を取った呼び名
※３　 VUCA…… Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭文字を取った言葉。不確実性が高く将来の予

想が困難であることを示す言葉

時代相

経済復興期
1945～54年 生活防衛・労使紛争

経済・社会の動き 雇用・人事のトレンド

経済復興と朝鮮特需
猛烈なインフレ

賃金制度の動き

⑴生活給の確保
（大幅賃上げ）

少子高齢化～コロナ危機
2011～2023年

経営戦略に基づく人材確保
価値創造への人的投資

デジタル経済化、
GAFAM、VUCA

メンバーシップ型の限界
⑸ジョブ型・職務給の活用

高度成長期
1955～73年

生活水準の向上、新卒
採用・年功賃金・終身雇用

モノづくりによる
高度成長、貿易立国

春闘方式
⑵年功給＋能力給へ

安定成長期～バブル景気
1974～1990年

能力主義的人的資源管理
（日本の一人勝ち）

経済大国化
バブル景気

能力主義
⑶職能給が主流

バブル崩壊～リーマン危機
1991～2010年

賃金抑制、自己責任論と
リストラ、雇用の多様化

長期デフレ、グローバル
経済、中国パワー

成果主義・年俸制
⑷職能給から役割給へ

図表3　日本の賃金制度の沿革とその背景
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日
本
企
業
の
典
型
的
な

賃
金
・
人
事
・
雇
用
慣
行

1図
表
1
は
、
戦
後
の
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
基
本

形
が
で
き
あ
が
り
、
現
在
も
多
く
の
企
業
で
行
わ
れ
て

い
る
新
卒
採
用
、
人
材
の
内
部
育
成
・
登
用
、
年
功
賃

金
、
60
歳
定
年
制
な
ど
を
特
徴
と
す
る
、「
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
型
」
の
長
期
雇
用
慣
行
に
基
づ
く
典
型
的
な
日

本
的
賃
金
人
事
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
を
年
齢
軸
に
描
い
た

も
の
で
す
。
以
下
、
そ
の
実
務
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
説
明

し
ま
し
ょ
う
。

（
1
）
初
任
給

賃
金
の
起
点
は
、
高
校
卒
・
短
大
卒
・
大
学
卒
な
ど

学
歴
別
の
新
卒
初
任
給
で
す
。
図
表
１
の
総
合
職
・
現

業
職
・
一
般
職
の
よ
う
な
「
コ
ー
ス
別
管
理
」
に
よ
る

違
い
を
除
い
て
、
仕
事
内
容
に
よ
る
初
任
給
の
差
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
が
、
採
用
す
る
職
種
や

職
務
（
ジ
ョ
ブ
）
の
グ
レ
ー
ド
に
よ
っ
て
個
別
に
賃
金

を
決
め
る
職
務
給
と
は
大
き
な
違
い
で
す
。
近
年
、
新

卒
採
用
の
競
争
激
化
を
背
景
に
初
任
給
を
大
幅
に
引
き

上
げ
る
企
業
が
続
出
し
、
年
功
賃
金
の
バ
ラ
ン
ス
が
大

き
く
揺
ら
ぎ
は
じ
め
て
い
ま
す
。

（
2
）
年
功
賃
金
（
定
期
昇
給
、
昇
格
昇
給
）

入
社
後
、
図
表
１
で
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
雇
用
（
Ｍ
）

の
正
社
員
は
、
毎
年
の
定
期
昇
給
や
随
時
行
わ
れ
る
昇
格

昇
給
に
よ
っ
て
賃
金
が
年
功
的
に
増
え
て
い
き
ま
す
※１
。

た
だ
し
全
員
一
律
の
年
功
賃
金
は
さ
す
が
に
少
な
く

な
り
、
幹
部
候
補
と
し
て
の
成
長
が
期
待
で
き
る
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
人
材
（
総
合
職
）、
現
場
の
熟
練
や
専
門
性
を

期
待
す
る
技
能
人
材
（
現
業
職
）、
そ
れ
以
外
の
定
型
※１　 図表１の年功賃金の傾斜が示す昇給カーブや賞与、退職金の支給水準は企業の規模や収益性により大きな差があり、特に

中堅層以上の役職者になると、企業による年収や生涯賃金の格差も大きく広がります

日
本
の
賃
金
制
度
と
「
ジ
ョ
ブ
型
」
賃
金
制
度

2023.6

M : メンバーシップ型雇用
J : ジョブ型雇用 

年功賃金
定期昇給
昇格昇給

学卒
初任給

60歳定年制

退職金

賞与・一時金

同・準M
公的
年金

役職定年制

学校 就職

コース別管理
一般職・準M

現業職・M
総合職・M

パートタイマー・J

管理職・M

同・J

定年後再雇用・M

65歳結婚（家族形成）

図表1　日本企業の典型的な賃金・人事・雇用慣行（昭和～平成）
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業
務
担
当
者
（
一
般
職
）
な
ど
の
「
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
」

で
正
社
員
を
分
け
た
り
、
年
功
・
職
能
や
職
務
・
役
割

な
ど
で
「
等
級
」
に
分
け
る
人
事
制
度
を
つ
く
り
、
そ

の
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
や
等
級
、
評
価
の
枠
内
で
昇
給
・

昇
格
の
上
限
を
決
め
る
手
法
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
3
）
管
理
職
の
待
遇

時
間
外
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
管
理
職
に
は
、
そ
の

代
替
と
し
て
役
職
手
当
や
管
理
職
手
当
を
支
給
し
た

り
、
一
般
社
員
よ
り
も
一
段
高
い
賃
金
を
支
給
す
る
の

が
通
例
で
す
。
管
理
職
は
定
期
昇
給
の
対
象
外
と
し
、

年
俸
制
や
役
職
別
・
等
級
別
の
「
シ
ン
グ
ル
レ
ー
ト
」

と
呼
ば
れ
る
定
額
賃
金
に
切
り
替
え
た
り
、
評
価
に

よ
っ
て
金
額
が
上
下
す
る
「
洗
い
替
え
型
」
や
役
割
給

／
職
務
給
に
切
り
替
え
る
例
も
見
ら
れ
ま
す
。

若
手
人
材
の
早
期
登
用
と
組
織
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、管
理
職
の
ポ
ス
ト
に
55
歳
前
後
の
「
役
職
定
年
制
」

を
設
け
、
役
職
離
脱
後
は
部
下
の
い
な
い
専
門
職
や
専

任
職
と
し
て
待
遇
す
る
会
社
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

（
4
）
賞
与

夏
・
冬
あ
る
い
は
決
算
時
に
、
賞
与
・
一
時
金
を
会
社

業
績
や
労
使
交
渉
に
基
づ
い
て
支
給
し
ま
す
※1
。
属
人

給
と
し
て
の
継
続
性
や
、
生
活
給
と
し
て
の
安
定
性
を

重
視
す
る
毎
月
の
賃
金
と
異
な
り
、
会
社
業
績
や
個
人

の
評
価
査
定
に
よ
っ
て
、
支
給
の
都
度
金
額
を
弾
力
的

に
リ
セ
ッ
ト
で
き
る
点
が
賞
与
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

た
だ
、
長
年
の
慣
行
が
重
な
り
、
業
績
に
か
か
わ
ら
ず

賞
与
の
支
給
月
数
か
ら
ほ
ぼ
固
定
的
に
支
給
し
て
い
る

企
業
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

（
5
）
退
職
金
・
年
金

長
期
勤
続
を
奨
励
し
、
老
後
の
生
活
費
を
補
填
す
る

最
終
給
与
と
し
て
の
退
職
金・年
金
は
、
所
得
税
法
上
、

退
職
所
得
控
除
の
税
制
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
長
期

勤
続
者
に
有
利
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
途
中
退
職
す
る
従
業
員
や
中
途
採
用
者
に
は
そ
の
仕

組
み
が
不
利
に
働
く
た
め
、
企
業
間
の
労
働
移
動
が
阻

害
さ
れ
て
い
る
面
も
否
め
ま
せ
ん
。

（
6
）
定
年
制
と
継
続
雇
用

厚
生
労
働
省
の
調
査
※2
（
31
人
以
上
企
業
）で
は
、

定
年
制
の
廃
止
お
よ
び
65
歳
以
上
の
定
年
制
を
合
わ
せ

た
企
業
は
約
４
分
の
１
と
少
数
派
で
、
残
り
約
４
分
の

３
の
ほ
と
ん
ど
は
60
歳
定
年
制
で
す
。
定
年
後
の
継
続

雇
用
を
希
望
す
る
者
は
、
65
歳
ま
で
勤
務
延
長
ま
た
は

再
雇
用
の
か
た
ち
で
勤
務
で
き
ま
す
が
、
定
年
前
の
仕

事
の
ま
ま
正
社
員
の
労
働
条
件
を
継
続
す
る
勤
務
延
長

は
一
部
の
管
理
職
や
専
門
職
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
が
一
般

的
で
す
。
大
多
数
の
企
業
は
、
定
年
前
の
賃
金
待
遇
を

８
割
〜
６
割
程
度
に
切
り
下
げ
る
有
期
契
約
の
定
年
後

再
雇
用
に
よ
っ
て
高
齢
者
の
雇
用
確
保
義
務
に
対
処
し

て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

（
7
）
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
の
非
正
規
雇
用

定
年
後
再
雇
用
社
員
の
賃
金
待
遇
を
見
直
す
う
え

で
、
同
じ
非
正
規
雇
用
の
取
り
扱
い
は
見
逃
せ
な
い
ポ

イ
ン
ト
で
す
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
企
業
で
は
、
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
な
ど
の
非
正
規
社
員
は
職
務
を
限
定
し
た

※2　 厚生労働省「令和4年6月1日現在の高年齢者の雇用状況等」
※3　 「日本における雇用の本質は職務（job）ジョブではなく、会員／成員（membership）であると規定」（濱口桂一郎『ジョブ型雇用社会とは何かー正社員

体制の矛盾と転機』25ページ、2021.9、岩波書店）

ジ
ョ
ブ
型
有
期
雇
用
に
よ
る
低
賃
金
を
適
用
し
、
正
社

員
の
昇
給
制
度
や
家
族
手
当
・
住
宅
手
当
な
ど
の
生
活

補
助
手
当
、
賞
与
、
退
職
金
な
ど
は
対
象
外
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
た
だ
し
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
４
月
か

ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働
法
が
全
面
施
行
さ
れ
、

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
取
組
み
が
進
む
な
か
、
最
低
賃

金
の
大
幅
な
引
上
げ
や
人
手
不
足
を
背
景
に
、
近
年

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
の
賃
金
待
遇
を
見
直
す
企
業
が

少
し
ず
つ
増
え
て
お
り
、
高
齢
社
員
の
賃
金
待
遇
に
も

影
響
が
及
び
は
じ
め
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
雇
用
の
特
徴

2日
本
企
業
の
人
事
・
賃
金
制
度
は
、
市
場
価
値
に
基

づ
き
、
組
織
・
職
務
基
準
で
人
材
を
調
達
す
る
諸
外
国

の
ジ
ョ
ブ
型
と
は
際
立
っ
た
違
い
が
あ
り
ま
す
。

日
本
企
業
の
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
会
社
が
確
保
し
た

ス
ト
ッ
ク
人
材
が
い
て（
内
部
労
働
市
場
）、そ
の
能
力・

意
欲
・
適
性
を
見
な
が
ら
会
社
が
や
ら
せ
た
い
仕
事
を

割
り
振
る
と
い
う
「
人
的
資
源
管
理
論
」
に
基
づ
く
メ

ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
雇
用
・
人
事
慣
行
が
主
流
と
な
っ

て
い
ま
す
（
図
表
２
の
左
）。

最
大
の
特
徴
は
、
組
織
の
正
規
構
成
員
で
あ
る
「
正

社
員
」
の
身
分
と
し
て
採
用
し
、
定
年
ま
で
の
長
期
継

続
雇
用
を
保
障
す
る
か
わ
り
、
個
々
の
従
業
員
に
任
せ

る
職
務
（
ジ
ョ
ブ
）
の
内
容
は
会
社
の
裁
量
権
の
範
囲

内
で
無
限
定
に
決
め
ら
れ
る
点
に
あ
り
ま
す
※3
。

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度賃金制度ののつくり方つくり方



そ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
新
卒
一
括
採
用
の
多
様
な
職
務

配
置
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
外
部
環
境
や
組
織
の
内
部
事

情
の
変
化
に
対
し
て
柔
軟
な
人
事
異
動
が
任
意
に
行

え
、企
業
内
で
低
コ
ス
ト
か
つ
計
画
的
に
人
材
を
育
成・

登
用
で
き
る
こ
と
で
す
。
途
中
退
職
者
や
長
期
欠
勤
者

が
出
て
も
、当
面
社
内
で
人
材
を
や
り
く
り
で
き
ま
す
。

た
だ
し
配
置
・
異
動
の
都
度
賃
金
待
遇
が
変
わ
っ
た

の
で
は
、
人
事
の
不
公
平
が
問
題
に
な
っ
た
り
、
雇
用

関
係
も
不
安
定
に
な
り
ま
す
。
会
社
と
し
て
は
正
社
員

の
採
用
や
人
事
配
置
を
一
元
管
理
し
、
職
務
内
容
が
多

少
変
化
し
て
も
安
定
し
た
賃
金
待
遇
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
し
た
。こ
う
し
て
職
能
資
格
制
度
の
よ
う
な
年
功・

能
力
基
準
の
人
事
処
遇
制
度
を
軸
に
、
ヒ
ト
の
身
分
・

資
格
・
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
値
段
を
つ
け
る
職
能
給
な
ど

日
本
独
特
の
「
属
人
給
」
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

し
か
し
ヒ
ト
基
準
の
人
事
賃
金
制
度
に
は
、
無
視
で

き
な
い
欠
陥
も
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、「
資
格
と
役

職
の
分
離
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
独
り
歩
き
し
、
人
件

費
の
肥
大
化
を
招
い
た
こ
と
で
す
。
一
度
管
理
職
に

な
っ
た
従
業
員
は
そ
の
ポ
ス
ト
を
外
れ
て
も
職
能
資
格

は
下
が
ら
ず
、
実
際
の
職
務
内
容
や
業
績
と
は
無
関
係

に
各
人
の
賃
金
が
既
得
権
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

二
つ
め
は
、
年
功
的
な
賃
金
待
遇
の
副
作
用
と
し
て

仕
事
の
評
価
基
準
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
個
人
と
し
て

も
組
織
と
し
て
も
、
成
果
や
生
産
性
に
対
す
る
感
度
が

低
下
し
た
こ
と
で
す
。
な
か
に
は
、評
価
制
度
も
な
く
、

事
業
経
営
に
不
可
欠
な
経
営
計
画
や
目
標
管
理
さ
え
も

な
い
不
思
議
な
企
業
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

三
つ
め
は
、
給
料
が
保
障
さ
れ
る
と
は
い
え
、
会
社

の
一
方
的
な
人
事
権
で
配
置
と
職
務
が
決
ま
る
状
況
で

は
、
従
業
員
は
ど
う
し
て
も
受
け
身
に
な
り
ま
す
。
会

社
へ
の
依
頼
心
が
助
長
さ
れ
、
よ
ほ
ど
意
思
が
し
っ
か

り
し
な
い
と
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
主
導
権
を
持
つ

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
自
律
的
な
学
習
意
欲
や
向
上
心

が
な
け
れ
ば
、
定
年
後
の
生
活
設
計
も
絵
に
描
い
た
餅

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
正
社
員
を
対
象
と
す
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

型
の
人
事
管
理
は
、
無
限
定
で
フ
ル
タ
イ
ム
の
働
き
を

期
待
す
る
男
性
・
総
合
職
中
心
の
人
材
活
用
に
偏
り
が

ち
で
、
技
術
革
新
の
ス
ピ
ー
ド
が
早
ま
り
、
人
口
減
少

社
会
に
お
い
て
働
き
方
改
革
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、
高

度
専
門
職
や
多
様
な
働
き
方
を
求
め
る
女
性・高
齢
者・

外
国
人
・
障
害
者
な
ど
の
能
力
を
う
ま
く
引
き
出
し
、

活
用
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
で
す
。

ジ
ョ
ブ
型
雇
用
人
事
の
特
徴
と

設
計
・
導
入
手
順

3こ
れ
に
対
し
、
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
は
、
経
営
計
画
と
業

績
見
通
し
に
基
づ
い
て
事
業
主
体
で
組
織
を
編
成
し
、

ジ
ョ
ブ
の
塊
で
あ
る
ポ
ス
ト
の
職
務
要
件
に
対
し
賃
金

を
決
め
、
社
内
外
か
ら
最
適
な
人
材
を
発
掘
・
配
置
し

ま
す
。

多
く
の
日
本
企
業
で
は
職
務
内
容
の
違
い
よ
り
も
、

年
功
・
能
力
な
ど
社
内
労
働
市
場
の
人
事
序
列
に
基
づ

2023.6

日本のメンバーシップ型雇用
ヒトに仕事をつけ、ヒトの能力･年功に人事考課で値段をつける職能給

諸外国のジョブ型雇用

外
部
労
働
市
場

内
部
労
働
市
場

職能資格制度

仕事（ポジション）にヒトをつけ、市場価値に基づく職務評価で
値段をつける職務給

資格型 役職型 職能型

理事 部長格 M-9

参与 次長格 M-8

参事 課長格 M-7

副参事 課長補佐格 S-6

主事 係長格 S-5

主事補 主任格 S-4

書記 職員3 J-3

主務 職員2 J-2

係員 職員1 J-1

課長

部長

係員

主任主任

資格と役職が分離
事業部長

一般スタッフ

リーダー

課長

部長

・正社員の人材ストックの中から組織運営・
業務遂行の適任者に都度仕事を割り振る
・組織・職務とは切り離し、社内の年功・
能力基準による属人給で人材を安定的に処遇する

M…Manager
S…Senior
J …Junior

・事業部長の裁量で人材を外部調達・登用 
・総額人件費管理に基づく生産性の高い組織づくりを行う
・個人の自己学習･自己決定･キャリア自立を促す

事業戦略と
組織編制

職務記述書
課長 課長

リーダー リーダー

係員

図表2　メンバーシップ型とジョブ型の違い
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給
／
成
果
給
の
上
限
・
標
準
・
下
限
の
金
額
を
決
め

る
。
ま
た
企
業
・
部
門
業
績
と
個
人
の
貢
献
度
に
連

動
し
た
短
期
業
績
賞
与
の
配
分
基
準
を
決
め
る
。

５
個
別
報
酬
管
理
…
採
用
・
配
置
す
る
職
務
内
容
、

業
績
期
待
値
、
人
材
の
採
用
・
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
、
世

間
相
場
の
配
慮
に
基
づ
き
個
別
の
基
本
給
を
決
め
、

物
価
・
賃
金
動
向
に
基
づ
き
賃
金
改
定
を
行
う
。

６
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
…
組
織
責
任
者
を
中
心

に
事
業
目
標
に
基
づ
く
組
織
課
題
の
分
析
か
ら
個

人
の
目
標
設
定
、
実
績
の
ふ
り
返
り
、
業
績
評
価

／
行
動
評
価
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
い
、
人
材

の
動
機
づ
け
と
キ
ャ
リ
ア
支
援
、
賞
与
と
賃
金
改

定
の
評
定
な
ど
を
行
う
。

７
キ
ャ
リ
ア
支
援
…
現
在
の
職
務
の
必
要
ス
キ

ル
、
将
来
の
有
望
な
職
務
の
選
択
肢
、
将
来
就
き

た
い
職
務
の
必
要
ス
キ
ル
等
の
情
報
提
供
を
行

い
、
社
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
支
援
す
る
。

た
だ
し
、
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
人
事
を
そ
の
ま
ま
日
本
企

業
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
と
、
柔
軟
な
配
置
・
異
動
が

や
り
に
く
く
な
っ
た
り
、
人
件
費
が
一
時
的
に
膨
張
す

る
な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
に
直
面
し
ま
す
。

次
回
は
こ
の
点
も
考
慮
に
入
れ
、
こ
れ
ま
で
の
ヒ
ト

基
準
の
人
事
賃
金
制
度
を
組
織
側
か
ら
仕
事
基
準
に
修

正
す
る
「
役
割
給
」
の
考
え
方
を
紹
介
し
な
が
ら
、
内

実
の
あ
る
高
齢
者
の
人
材
活
用
を
実
現
す
る
道
筋
に
つ

い
て
解
説
し
ま
す
。

い
て
個
々
の
給
与
が
決
ま
り
ま
す
が
、
ジ
ョ
ブ
型
は
、

社
員
が
従
事
す
る
職
務
の
内
容
や
成
果
・
責
任
を
「
職

務
記
述
書
」
と
し
て
オ
ー
プ
ン
に
し
ま
す
。
そ
の
ポ
ス

ト
に
つ
い
て
、
会
社
と
従
業
員
が
そ
の
都
度
外
部
労
働

市
場
を
参
照
し
、
対
等
な
立
場
で
賃
金
待
遇
を
話
し
合

い
、
雇
用
契
約
を
交
わ
し
ま
す
。
ジ
ョ
ブ
に
対
す
る
ベ

ス
ト
人
材
を
確
保
し
た
い
会
社
と
し
て
は
、
内
部
登
用

と
と
も
に
外
部
採
用
も
視
野
に
入
れ
る
の
で
、
人
材
の

適
正
価
格
を
常
に
意
識
し
て
賃
金
を
決
め
よ
う
と
し
ま

す
。こ

の
よ
う
に
経
営
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
組
織
編
制
に
基

づ
く
個
々
の
ポ
ス
ト
や
ジ
ョ
ブ
に
対
し
、
期
待
さ
れ
る
業

績
と
必
要
な
賃
金
水
準
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、
事
業
と
し
て

総
額
人
件
費
管
理
を
行
い
な
が
ら
最
適
人
材
を
戦
略
的

に
調
達
・
配
置
し
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
生
産
性
の

高
い
組
織
を
つ
く
っ
て
い
く
資
本
主
義
的
な
人
材
管
理

が
、
い
わ
ば
あ
た
り
前
に
行
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
を
働
く
人
か
ら
見
る
と
、
ポ
ス
ト
の
定
員
・
職

務
内
容・報
酬
が
決
ま
っ
て
お
り
、業
績
に
基
づ
く
ボ
ー

ナ
ス
は
別
と
し
て
、
個
人
の
能
力
や
業
績
が
多
少
ア
ッ

プ
し
て
も
仕
事
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
大
幅
な
昇
給
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ポ
ス
ト
が
な
け
れ
ば
昇
進
も
な
い
の

で
、個
人
に
と
っ
て
決
し
て
や
さ
し
い
環
境
で
は
な
く
、

自
助
努
力
で
ス
キ
ル
を
磨
き
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
図

る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
限
界
が
あ
る
と

判
断
し
た
場
合
は
、
自
分
で
キ
ャ
リ
ア
を
築
く
た
め
、

外
部
に
機
会
を
求
め
て
転
職
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

結
果
、
社
内
・
社
外
を
問
わ
ず
、
採
用
す
る
側
と
働

く
側
と
の
間
で
絶
え
ず
職
務
と
人
の
マ
ッ
チ
ン
グ
が
進

む
た
め
、
社
会
全
体
と
し
て
低
収
益
部
門
か
ら
高
収
益

部
門
に
人
材
が
移
動
し
、
高
い
潜
在
成
長
力
が
維
持
さ

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

日
本
企
業
が
生
え
抜
き
人
材
の
採
用
・
育
成
に
こ
だ

わ
り
、
閉
鎖
的
な
同
質
性
・
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
・
囲
い

込
み
型
の
日
本
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
走
り
が
ち
な
傾
向

が
あ
る
の
に
対
し
て
、
外
部
労
働
市
場
に
対
し
て
常
に

オ
ー
プ
ン
な
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
人
事
の
ほ
う
が
、
企
業
に

と
っ
て
は
戦
略
的
な
鋭
い
経
営
感
覚
が
、
社
員
に
と
っ

て
は
キ
ャ
リ
ア
志
向
を
持
ち
や
す
い
と
い
う
点
が
ご
理

解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ジ
ョ
ブ
型
雇
用
人
事
の
設
計･

導
入
手
順
は
あ
る
程

度
定
式
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
組
織
設
計
…
事
業
戦
略
に
基
づ
き
最
適
な
組
織

の
区
分
と
責
任
階
層
・
職
種
別
の
職
務
ポ
ジ
シ
ョ
ン

を
編
制
す
る

２
職
務
と
成
果
責
任
の
定
義
…
職
務
内
容
お
よ
び

行
動
基
準
の
デ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
に
基
づ
い
て
職

務
記
述
書
（Job D

escription

）
を
作
成
す
る

３
職
務
評
価
…
職
務
の
難
易
度
や
責
任
の
重
さ

を
定
量
化
す
る
職
務
評
価
を
行
っ
て
職
務
等
級

（Job G
rade

）
に
格
づ
け
る

４
報
酬
設
計
…
賃
金
の
世
間
相
場
や
会
社
の
賃
金

ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
き
職
務
ご
と
に
支
給
す
る
職
務

シニア社員のためのシニア社員のための
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日
本
で
は
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
は

そ
の
ま
ま
で
は
使
え
な
い

1ジ
ョ
ブ
型
賃
金
の
本
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
図

表
1
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な
範
囲
給（
レ
ン
ジ
給
）と
呼

ば
れ
る
賃
金
管
理
手
法
が
普
及
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

会
社
が
定
め
た
賃
金
水
準
の「
ポ
リ
シ
ー
ラ
イ
ン
」
を

中
心
に
、
職
務
の
グ
レ
ー
ド
ご
と
に
賃
金
の
上
限
・
下

限
の
バ
ン
ド
を
設
定
し
ま
す
。
そ
の
幅
（
レ
ン
ジ
）
の

な
か
で
個
別
の
賃
金
を
決
め
、
図
の
右
側
の
よ
う
な
昇

給
率
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
用
い
て
毎
年
の
昇
給
を
行
い

ま
す
。
レ
ン
ジ
は
ポ
リ
シ
ー
ラ
イ
ン
に
対
す
る
最
高
額

〜
最
低
額
の
比
率（
％
）で
表
し
、
そ
の
仕
事
に
十
分
習

熟
す
る
ま
で
の
所
要
年
数
を
想
定
し
て
設
定
し
ま
す
。

一
般
的
に
は
、
仕
事
の
個
人
差
が
少
な
く
昇
進
機
会

の
多
い
下
位
等
級
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
や
販
売
・
サ
ー
ビ

ス
職
な
ど
は
時
給
制
を
適
用
し
、
グ
レ
ー
ド
ご
と
に
単

一
金
額
を
適
用
す
る
シ
ン
グ
ル
レ
ー
ト
や
、
レ
ン
ジ
幅
の

小
さ
い
職
務
給（
ペ
イ・フ
ォ
ー・ジ
ョ
ブ
）を
使
い
ま
す
。

評
価
は
仕
事
の
で
き
具
合
を
○
×
式
で
簡
単
に
チ
ェ
ッ

ク
し
た
り
、
そ
も
そ
も
評
価
を
省
く
会
社
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
賃
金
は
上
位
グ
レ
ー
ド
の
仕
事
に
変
わ
ら

な
い
か
ぎ
り
早
く
頭
打
ち
に
な
り
、
仕
事
が
な
く
な
っ

た
り
、
職
務
不
適
格
と
判
断
し
た
場
合
は
契
約
解
除
と

な
り
ま
す
。

他
方
、
昇
進
機
会
の
少
な
い
上
位
等
級
の
ホ
ワ
イ
ト

役
割
給
の
導
入
と
定
年
後
再
雇
用
制
度
の
再
設
計

2023.7

職
務
給

職務のグレード

職務記述書2－3
職務記述書2－2
職務記述書2－1

職務評価
最高額

賃金の
位置

評価別の昇給率

4/4 5％

S

7％

8％

9％

3％

A

4％

5％

6％

1％

B

2％

3％

4％

0％

C

0％

1％

2％

0％

D

0％

0％

0％

3/4

2/4

1/4
最低額

第1四分位数

中位額

第3四分位数

昇格

ポリシーライン
＋10％～20％

ミッドポイント
±10％

ミッドポイント
±20％

習熟昇給
レンジ給の設定例

昇給ガイドラインの設定例
8

7
6

5
4

3
2

1
（注）標準的なB評価の場合、賃金
の位置が下方4分の1の従業員は
4％、下方4分2の従業員は3％、上
方4分の3の従業員は2％、上方4分
の4は1％の昇給率となる

図表1　職務給の設計イメージ
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カ
ラ
ー
専
門
職
や
管
理
職
・
経
営
職
な
ど
は
、
専
門
性

や
実
力
、
業
績
・
貢
献
度
な
ど
の
個
人
差
を
重
視
し
て

賃
金
の
レ
ン
ジ
幅
を
大
き
く
と
る
年
俸
制
の
成
果
給

（
ペ
イ
・
フ
ォ
ー
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）が
普
及
し
て

い
ま
す
。
評
価
は
目
標
管
理
（
Ｍ
Ｂ
Ｏ
）
に
基
づ
く
業

績
評
価
や
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
な

ど
の
行
動
評
価
を
実
施
し
、
昇
降
給
を
含
め
た
弾
力
的

な
賃
金
待
遇
を
行
い
ま
す
。
昇
給
ゼ
ロ
や
マ
イ
ナ
ス
昇

給
は
辞
職
を
う
な
が
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
れ
ま
す
。

職
務
給
は
そ
れ
な
り
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
合
理
的
な

賃
金
制
度
で
す
が
、
担
当
す
る
仕
事
が
直
接
賃
金
に
紐

づ
く
職
務
給
・
成
果
給
の
ま
ま
で
は
、
柔
軟
な
職
務
の

割
当
や
配
置
・
異
動
を
行
う
日
本
的
な
人
材
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
は
な
じ
み
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
、
職
種
を
限
定
し
た
特
定
の
ワ
ー
カ
ー
や

専
門
職
、
管
理
職
の
キ
ャ
リ
ア
採
用
は
と
も
か
く
、
新

卒
採
用
か
ら
始
ま
っ
て
、
定
年
ま
で
無
限
定
の
成
長
・

活
躍
を
期
待
す
る
一
般
の
正
社
員
に
は
、
会
社
の
裁
量

権
の
範
囲
内
で
職
務
内
容
や
配
置
を
柔
軟
に
決
め
る
メ

ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
人
事
慣
行
が
標
準
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
ジ
ョ
ブ
型
の
職
務
を
限
定
し
た
労
働
契
約

や
賃
金
を
入
れ
て
し
ま
う
と
、
採
用
時
点
か
ら
柔
軟
な

職
務
配
置
が
制
約
さ
れ
、
そ
の
後
の
異
動
・
転
勤
も
む

ず
か
し
く
な
り
ま
す
。

仮
に
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
で
合
意
し
た
と
し
て
も
、
仕
事

が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
大
き
な
昇
給
は
望
め
ず
、
仕
事
が

変
わ
れ
ば
変
わ
っ
た
で
、
都
度
賃
金
が
上
が
っ
た
り
下

が
っ
た
り
と
い
う
影
響
を
受
け
ま
す
。
正
社
員
と
は
い

え
、身
分
が
不
安
定
で
安
心
し
て
仕
事
に
専
念
で
き
ず
、

帰
属
意
識
も
保
て
ま
せ
ん
。

会
社
も
職
務
内
容
が
変
わ
る
都
度
職
務
記
述
書
を
変

更
し
、
新
た
な
グ
レ
ー
ド
や
賃
金
待
遇
を
社
員
と
合
意

す
る
必
要
が
あ
り
、職
務
の
変
更
や
異
動・転
勤
は
ハ
ー

ド
ル
の
高
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
日
本
で
は
、
年
功
や
生
活
を
考
慮
し
て
賃

金
を
支
給
し
て
い
る
会
社
が
大
多
数
を
占
め
、
職
務
グ

レ
ー
ド
に
対
応
す
る
市
場
賃
金
を
客
観
的
に
把
握
し
に

く
い
の
が
現
状
で
す
。
仮
に
把
握
で
き
て
も
、
職
務
給

の
導
入
は
人
件
費
の
増
大
を
招
き
が
ち
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
若
年
層
や
独
身
者
、
女
性
な

ど
は
年
功
的
な
賃
金
相
場
の
も
と
で
比
較
的
賃
金
を
低

く
設
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
職
務
給
を
実
施
す
る
と
グ

レ
ー
ド
の
高
い
社
員
は
賃
金
を
上
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

が
、「
わ
が
社
は
職
務
給
だ
か
ら
」と
気
前
よ
く
賃
金

を
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
経
営
に
余
裕
の
あ
る
企
業
に
か

ぎ
ら
れ
ま
す
。

他
方
で
は
、
賃
金
の
高
い
中
高
年
層
や
世
帯
主
層
の

な
か
に
も
、職
務
グ
レ
ー
ド
の
低
い
社
員
が
い
ま
す
し
、

「
わ
が
社
は
職
務
給
だ
か
ら
」と
他
社
よ
り
も
賃
金
を

下
げ
て
社
員
は
納
得
す
る
で
し
ょ
う
か
。
実
際
は
不
利

益
変
更
に
抵
触
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
ダ
イ
レ
ク
ト
な
賃

金
の
切
り
下
げ
は
む
ず
か
し
く
、
当
面
は
賃
金
の
高
止

ま
り
を
招
く
結
果
に
な
る
の
で
す
※
。

こ
の
連
載
で
は
、
こ
の
よ
う
な
職
務
給
の
短
所
を
解

※  これまで日本では、パートタイマーのほか、建設・輸送・海運などの一部の技能職種、医師やパイロット、高度 IT 技術者などの高度専門職など、大多数
の正社員の賃金待遇とは切り離して職務を限定できる分野に職務給が導入されるにとどまっています

消
し
、
正
社
員
の
育
成
や
人
事
配
置
に
柔
軟
に
対
応
で

き
る
職
能
給
の
長
所
を
組
み
合
わ
せ
た
混
合
型
の
賃
金

処
遇
シ
ス
テ
ム
と
し
て
「
役
割
給
」
を
中
心
に
説
明
し

て
い
き
ま
す
。

具
体
的
な
解
説
は
次
回
に
ゆ
ず
り
ま
す
が
、
組
織
の

な
か
で
人
が
役
割
を
与
え
ら
れ
、
キ
ャ
リ
ア
・
能
力
を

伸
ば
し
、
成
果
責
任
を
引
き
受
け
て
実
力
を
発
揮
す
る

と
い
う
、
能
力
と
仕
事
の
相
互
関
係
、
キ
ャ
リ
ア
と
役

割
の
相
互
関
係
に
着
目
し
て
、
実
際
の
貢
献
に
応
じ
て

賃
金
待
遇
を
決
め
ま
す
。

仕
事
基
準
の
職
務
給
・
成
果
給
と
人
基
準
の
職
能
給

の
双
方
の
よ
さ
を
組
み
合
わ
せ
た
役
割
給
は
、
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
型
／
ジ
ョ
ブ
型
を
問
わ
ず
複
合
的
な
雇
用
形
態
に

も
容
易
に
対
応
で
き
、
習
熟
度
や
貢
献
度
の
異
な
る
社

員
を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
処
遇
で
き
る
利
点
が
あ
り
ま
す
。

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
に
お
け
る

賃
金
待
遇
の
実
情
と
課
題

2図
表
２
は
、
前
回
も
触
れ
た
日
本
の
60
歳
定
年
企
業

の
典
型
的
な
年
功
賃
金
カ
ー
ブ
と
、
65
歳
ま
で
の
平
均

的
な
高
齢
者
待
遇
の
実
情
を
図
式
化
し
た
も
の
で
す
。

山
な
り
の
右
肩
上
が
り
の
グ
ラ
フ
は
、
新
卒
で
入
社

し
定
年
ま
で
勤
め
あ
げ
る
標
準
的
な
（
Ｂ
モ
デ
ル
）
正

社
員
の
基
本
給
カ
ー
ブ
を
表
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
年
功
賃
金
カ
ー
ブ
は
長
年
の
間
、
徐
々
に
傾

き
が
抑
制
さ
れ
、
現
在
で
は
図
の
よ
う
に
55
歳
前
後
か

ら
昇
給
・
昇
格
を
停
止
す
る
企
業
が
大
半
と
な
っ
て
い

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度賃金制度ののつくり方つくり方



ま
す
。
そ
れ
で
も
賃
金
カ
ー
ブ
が
寝
て
い
る
中
小
企
業

は
別
と
し
て
、
あ
る
年
齢
よ
り
後
は
オ
ー
バ
ー
・
コ
ス

ト（
後
述
）
に
な
る
た
め
、
企
業
の
多
く
は
60
歳
定
年

制
を
堅
持
し
つ
つ
、
定
年
後
は
有
期
雇
用
と
し
て
賃
金

待
遇
を
70
〜
80
％
程
度
に
切
り
下
げ
る
定
年
後
再
雇
用

制
度
に
よ
っ
て
高
齢
者
を
雇
用
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
場
合
、
定
年
前
と
同
じ
仕
事
、
同
じ
働
き
方
を

さ
せ
つ
つ
慣
習
的
に
定
年
前
賃
金
の
60
％
に
切
り
下
げ
た

り
、
仕
事
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
25
万
円
と
決
め
た

り
、
仕
事
や
貢
献
度
の
違
い
が
反
映
さ
れ
な
い
固
定
的
な

賃
金
待
遇
を
実
施
す
る
企
業
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

定
年
後
の
収
入
減
は
、
在
職
老
齢
年
金
や
雇
用
保
険

の
高
年
齢
者
雇
用
継
続
給
付
な
ど
で
補
わ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
団
塊
の
世
代
全
員
が
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
と
な

る
２
０
２
５
年
４
月
に
は
、
こ
れ
ら
の
公
的
給
付
が
廃
止・

縮
小
さ
れ
ま
す
。
人
手
不
足
の
も
と
で
、
高
齢
者
の
一
層

の
人
材
活
用
を
図
り
た
い
企
業
と
し
て
は
、
公
的
給
付
の

低
下
に
よ
る
高
齢
者
の
収
入
減
を
無
視
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
4
月
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ

ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
が
施
行
さ
れ
、
定
年
後
の
有
期

雇
用
を
理
由
に
低
処
遇
と
す
る
こ
と
は
、
違
法
な
労
働

条
件
の
相
違
と
し
て
、
無
効
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
60
歳
以
降
の
賃
金
待
遇
の
見
直

し
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

な
ぜ
定
年
延
長
は
む
ず
か
し
い
の
か

3図
表
３
は
、
高
齢
者
の
生
産
性
を
上
回
る
人
件
費
が

発
生
す
る
従
来
型
の
年
功
賃
金
カ
ー
ブ（
Ａ
）と
、
高

齢
者
を
含
め
て
常
に
人
件
費
と
生
産
性
を
均
衡
さ
せ
よ

う
と
す
る
仕
事
基
準
・
短
期
決
済
の
役
割
給（
Ｂ
）と

を
対
比
し
た
も
の
で
す
。

年
功
賃
金
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
高
齢
者
に
貢
献
以

上
の
賃
金
を
支
給
す
る
こ
と
で
、若
年・中
堅
層
に
「
自

分
た
ち
も
先
輩
を
見
習
っ
て
仕
事
を
す
れ
ば
先
輩
の
よ

う
に
昇
給
で
き
る
は
ず
」
と
期
待
を
持
た
せ
、
賃
金
以

上
の
貢
献
を
長
期
間
引
き
出
す
仕
組
み
で
す
。

た
だ
し
左
側（
Ａ
）の
図
の
よ
う
に
、
あ
る
限
界
年
齢

以
降
は
、
中
高
年
層
の
生
産
性
よ
り
も
人
件
費
が
高
く

な
る
賃
金
の
オ
ー
バ
ー
・
コ
ス
ト（
斜
線
部
分
）が
急
に
膨

ら
み
、
人
件
費
全
体
の
費
用
対
効
果
が
著
し
く
低
下
し

ま
す
。
そ
の
防
壁
と
し
て
、
一
定
年
齢
以
上
は
雇
わ
な
い

強
固
な
一
律
退
職
ル
ー
ル
が
不
可
欠
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
典
型
的
な
60
歳
定
年
の
会
社
が
無
理
や

り
定
年
延
長
を
行
え
ば
、
図（
Ａ
）の
斜
線
部
の
よ
う

に
定
年
延
長
分
だ
け
人
件
費
の
オ
ー
バ
ー
・
コ
ス
ト
が

大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

加
え
て
、
定
年
を
延
長
し
、
力
の
あ
る
高
齢
者
が
重

要
な
ポ
ス
ト
を
占
有
し
続
け
れ
ば
、若
手
社
員
は
昇
進・

昇
格
が
遅
れ
、
先
輩
の
賃
金
に
ま
す
ま
す
追
い
つ
き
に

く
く
な
り
ま
す
。賃
金
の
抑
制
や
人
事
の
停
滞
は
若
年・

中
堅
層
の
不
満
・
離
職
に
直
結
す
る
恐
れ
が
大
で
す
。

60
歳
定
年
制
は
、
年
功
的
な
人
件
費
の
増
大
に
歯
止

め
を
か
け
、
高
齢
者
の
代
わ
り
に
伸
び
し
ろ
の
あ
る
若
年・

中
堅
層
を
育
成
・
登
用
し
、
組
織
の
新
陳
代
謝
を
う
な
が

す
雇
用
・
人
事
秩
序
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
特
に
賃

金
カ
ー
ブ
が
立
っ
て
い
る
大
企
業
が
定
年
を
廃
止
し
た
り
、

定
年
延
長
に
ふ
み
切
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
定
年
後
再
雇
用
の
賃
金
を
機
械
的
に
下
げ

る
や
り
方
で
は
、
高
齢
者
が
活
き
活
き
と
働
き
続
け
ら

れ
る
環
境
と
は
程
遠
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
パ
ー
ト
タ

イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
に
示
さ
れ
た
均
衡
待
遇
・
均

等
待
遇
の
原
則
に
照
ら
し
て
も
、
賃
金
を
下
げ
る
以
上

雇
う
側
も
高
齢
者
の
仕
事
の
質
を
落
と
さ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、
定
年
を
境
に
仕
事
の
意
欲
が
明
ら

か
に
低
下
し
、
な
か
に
は
不
満
を
抱
え
た
高
齢
者
を
抱

え
込
む
結
果
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

正
社
員
に
役
割
給
を
導
入
、
定
年
後
は

ジ
ョ
ブ
型
の
継
続
雇
用
賃
金
を
適
用

4年
齢
・
性
別
を
問
わ
ず
人
材
が
活
躍
で
き
る
シ
ン
プ

ル
な
雇
用
・
人
事
を
実
現
す
る
シ
ナ
リ
オ
の
な
か
で
最

大
の
決
め
手
は
、
正
社
員
に
役
割
給
を
導
入
し
て
、
常

に
働
く
人
の
貢
献
と
会
社
が
払
う
賃
金
の
バ
ラ
ン
ス
を

2023.7

高年齢雇用
継続給付

・「先輩のように昇給できる」という期待感

・ある限界年齢より後はオーバー・コスト
・賃金カーブが寝ている中小企業以外は、
 定年制による継続雇用賃金の大幅な
引き下げが必要　→定年後再雇用制度を導入

60歳

（金額）

（年齢）65歳

年功賃金＝高年齢者に貢献以上の賃
金を支給することで、若年・中堅層か
ら賃金以上の貢献を長期間引き出す
仕組み

定年後は正社員の
賃金待遇と切り離す

正社員の基本給カーブ
（標準Bモデル）

継続雇用賃金は
定年到達時賃金
の70～80％程度

仕事や貢献度の
違いが配慮され
ない固定支給

同一労働同一賃金
に抵触する可能性

正社員≠継続雇用 
（1社2制度）

無年金期間の減収

定
年
定年再雇用定年再雇用

定年

貢献貢献

賃金賃金

定年

●現状…高齢者の生産性＜人件費

(A)人基準・長期決済の年功給 (B)仕事基準・短期決済の役割給
◎あるべき姿…高齢者の生産性≧人件費

・機械的な昇給抑制はモラールダウンを招く
・定年制を維持し、定年後の処遇の切り下げ
が必要（質の高い仕事はさせられない）

・仕事の質を下げる必要はない
・働けるかぎり貢献でき、定年制は意味を失う
（エイジ・フリー）

・最後は貢献以上の賃金を支給する仕組
みなので、一定年齢後は高賃金を強制
的に修正・終了しないと制度がもたない

・常に貢献と賃金のバランスをとる仕組
みにしておけば、定年後の賃金を特別
扱いする必要はない

定年延長で
増える
オーバー・コスト

すでにある
オーバー・コスト

図表2　典型的な年功賃金と高齢者待遇の実情

図表3　年功賃金カーブの現状と役割・貢献度に応じた賃金カーブへの修正
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と
り
、
緩
や
か
な
仕
事
基
準
の
賃
金
待
遇
に
移
行
す
る

こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
属
人
的
な
年
功
賃

金
カ
ー
ブ
を
、
図
表
３
右
側（
Ｂ
）の
貢
献
度
を
表
す

曲
線（
点
線
）に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
賃
金
カ
ー
ブ
へ
と
修

正
す
る
道
が
開
け
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
で
あ
れ
ば
、
人
は
働
け
る
か
ぎ
り

貢
献
し
、
働
き
に
応
じ
た
賃
金
待
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
、
定
年
制
も
や
が
て
は
意
味
を
失
い
ま
す
。
欧
米
の
職

務
給
な
ど
は
こ
う
し
た
実
態
に
近
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

図
表
4
は
、
ひ
と
ま
ず
現
実
的
な
60
歳
定
年
制
の
も

と
で
正
社
員
に
役
割
給
を
導
入
し
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

型
の
柔
軟
な
職
務
・
配
置
を
維
持
し
つ
つ
、
組
織
に
お

け
る
役
割
と
実
際
の
貢
献
度
の
評
価
に
基
づ
く
メ
リ
ハ

リ
の
利
い
た
賃
金
待
遇
を
実
施
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
示
し

ま
し
た
。

左
の
扇
状
の
山
な
り
に
昇
給
す
る
5
本
の
太
い
実
線

は
、
定
年
ま
で
の
正
社
員
の
役
割
給
の
展
開
を
示
し
、

3
本
目
の
実
線
の
新
標
準
Ｂ
モ
デ
ル
を
中
心
に
、
グ

レ
ー
の
実
線
の
よ
う
に
役
割
と
貢
献
度
の
違
い
に
応
じ

て
役
割
給
が
徐
々
に
分
岐
・
分
散
し
て
い
く
様
子
を
表

し
ま
す
。
こ
の
例
で
は
、
若
手
〜
中
堅
層
の
賃
金
を
意

図
的
に
引
き
上
げ
、
そ
の
分
、
年
功
的
に
高
く
な
り
す

ぎ
て
い
る
中
高
年
層
の
賃
金
カ
ー
ブ
を
徐
々
に
抑
制
し

て
い
ま
す
。

正
社
員
に
つ
い
て
は
、
組
織
に
お
け
る
社
員
個
々
の
成

果
責
任
を
確
認
し
、
目
標
設
定
や
業
績
評
価
、
行
動
評

価
を
通
し
て
そ
の
貢
献
度
を
客
観
的
に
評
価
す
る
ノ
ウ

加
え
て
、
定
年
を
延
長
し
、
力
の
あ
る
高
齢
者
が
重

要
な
ポ
ス
ト
を
占
有
し
続
け
れ
ば
、若
手
社
員
は
昇
進・

昇
格
が
遅
れ
、
先
輩
の
賃
金
に
ま
す
ま
す
追
い
つ
き
に

く
く
な
り
ま
す
。賃
金
の
抑
制
や
人
事
の
停
滞
は
若
年・

中
堅
層
の
不
満
・
離
職
に
直
結
す
る
恐
れ
が
大
で
す
。

60
歳
定
年
制
は
、
年
功
的
な
人
件
費
の
増
大
に
歯
止

め
を
か
け
、
高
齢
者
の
代
わ
り
に
伸
び
し
ろ
の
あ
る
若
年・

中
堅
層
を
育
成
・
登
用
し
、
組
織
の
新
陳
代
謝
を
う
な
が

す
雇
用
・
人
事
秩
序
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
特
に
賃

金
カ
ー
ブ
が
立
っ
て
い
る
大
企
業
が
定
年
を
廃
止
し
た
り
、

定
年
延
長
に
ふ
み
切
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
定
年
後
再
雇
用
の
賃
金
を
機
械
的
に
下
げ

る
や
り
方
で
は
、
高
齢
者
が
活
き
活
き
と
働
き
続
け
ら

れ
る
環
境
と
は
程
遠
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
パ
ー
ト
タ

イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
に
示
さ
れ
た
均
衡
待
遇
・
均

等
待
遇
の
原
則
に
照
ら
し
て
も
、
賃
金
を
下
げ
る
以
上

雇
う
側
も
高
齢
者
の
仕
事
の
質
を
落
と
さ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、
定
年
を
境
に
仕
事
の
意
欲
が
明
ら

か
に
低
下
し
、
な
か
に
は
不
満
を
抱
え
た
高
齢
者
を
抱

え
込
む
結
果
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

正
社
員
に
役
割
給
を
導
入
、
定
年
後
は

ジ
ョ
ブ
型
の
継
続
雇
用
賃
金
を
適
用

4年
齢
・
性
別
を
問
わ
ず
人
材
が
活
躍
で
き
る
シ
ン
プ

ル
な
雇
用
・
人
事
を
実
現
す
る
シ
ナ
リ
オ
の
な
か
で
最

大
の
決
め
手
は
、
正
社
員
に
役
割
給
を
導
入
し
て
、
常

に
働
く
人
の
貢
献
と
会
社
が
払
う
賃
金
の
バ
ラ
ン
ス
を

ハ
ウ
が
、す
で
に
か
な
り
の
企
業
で
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

定
年
後
再
雇
用
者
に
は
、
正
社
員
の
役
割
給
の
テ
ー

ブ
ル
を
準
用
し
、
短
期
決
済
型
の
職
務
限
定
の
有
期
雇

用
に
あ
わ
せ
た
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
を
適
用
し
ま
す
。
1
年

ご
と
の
労
働
契
約
書
に
よ
り
、
職
務
内
容
と
働
き
方
に

応
じ
た
再
雇
用
賃
金
を
確
認
し
、
契
約
更
改
の
都
度
再

雇
用
賃
金
を
見
直
し
て
い
き
ま
す
。

次
回
は
、
役
割
給
の
モ
デ
ル
事
例
と
賃
金
換
算
表
方

式
に
よ
る
ジ
ョ
ブ
型
の
定
年
後
再
雇
用
賃
金
の
設
定
方

法
な
ど
、
よ
り
実
務
的
な
解
説
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

（金額）

（年齢）60歳 65歳 70歳

（定年再雇用）（定年再雇用）
雇用確保措置雇用確保措置

定
年

就業確保措置就業確保措置

最高Sモデル最高Sモデル

上位Aモデル上位Aモデル

新標準Bモデル新標準Bモデル

旧標
準B
モデ
ル

旧標
準B
モデ
ル

下位Cモデル下位Cモデル

元の再雇用賃金元の再雇用賃金

低位Dモデル低位Dモデル 待遇改善待遇改善

同一労働同一賃金
に抵触しない設定

役割と貢献度により
賃金カーブが分岐

短期決済型賃金
（有期雇用契約）

旧カーブよりも早く
昇給し、早く頭打ち
になり、総面積（生涯
賃金）は変わらない

正社員と継続
雇用に同一の
役割給体系を
適用

図表4　 役割給による正社員の賃金カーブ修正と
定年再雇用のイメージ（60歳定年）
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役
割
給
の
導
入
・
運
用
の
手
順

1前
回
は
、日
本
企
業
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
雇
用・

人
事
制
度
の
も
と
で
正
社
員
に
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
（
職
務

給
）
を
導
入
す
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
柔
軟
な

職
務
変
更
や
人
事
配
置
に
も
対
応
で
き
る
「
役
割
給
」

の
コ
ン
セ
プ
ト
を
紹
介
し
ま
し
た
。

役
割
給
の
考
え
方
を
再
確
認
す
る
と
、「
役
割
」
と

は
割
り
あ
て
ら
れ
、
引
き
受
け
た
役
の
こ
と
で
す
。
組

織
上
の
ポ
ス
ト
や
職
責
に
配
置
さ
れ
た
従
業
員
は
、
割

り
あ
て
ら
れ
た
業
務
活
動
を
引
き
受
け
、
付
随
す
る
成

果
責
任
を
に
な
い
、
組
織
的
な
成
果
の
実
現
に
貢
献
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
会
社
は
、
役
割
の
遂
行
度

合
を
業
績
・
行
動
面
か
ら
評
価
し
、
組
織
活
動
へ
の
貢

献
度
合
い
や
市
場
価
値
を
参
照
し
な
が
ら
、
各
人
の
賃

金
処
遇
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

役
割
給
は
通
常
、
次
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
で
導
入
・

運
用
し
ま
す
。

①
会
社
の
事
業
戦
略
に
ふ
さ
わ
し
い
組
織
設
計
を
行

い
、
経
営
成
果
を
最
大
化
さ
せ
る
ポ
ス
ト
・
職
責
を

編
成
す
る
。

②
組
織
の
役
割
に
求
め
ら
れ
る
職
責
・
成
果
責
任
の
違
い

や
、担
当
業
務
に
求
め
ら
れ
る
経
験
・
熟
練
の
違
い
に
対

応
す
る
キ
ャ
リ
ア
段
階
に
基
づ
い
て
等
級
を
区
分
す
る
。

③
役
割
等
級
ご
と
に
範
囲
給
（
バ
ン
ド
と
も
い
う
）
の

上
限
・
下
限
を
設
定
し
、
そ
の
な
か
に
各
人
の
こ
れ

ま
で
の
基
本
給
を
位
置
づ
け
る
。

④
範
囲
給
を
貢
献
度
に
対
応
し
た
い
く
つ
か
の
金
額

ゾ
ー
ン
に
区
分
し
、
各
人
の
ゾ
ー
ン
の
位
置
と
貢
献

度
の
評
価
と
を
組
み
あ
わ
せ
て
毎
年
の
昇
給
・
昇
給

停
止
・
降
給
を
実
施
す
る
。

⑤
事
業
戦
略
と
経
営
目
標
に
連
動
し
た
業
績
評
価
と
期

待
役
割
に
基
づ
く
行
動
評
価
を
組
み
あ
わ
せ
て
貢
献

度
の
評
価
を
進
め
、
賃
金
の
運
用
に
連
動
さ
せ
る
。

⑥
従
業
員
の
人
員
配
置
と
昇
降
格
を
含
め
た
役
割
等
級

の
見
直
し
を
継
続
す
る
。

⑦
年
月
の
経
過
と
と
も
に
世
間
相
場
を
参
照
し
て
範
囲

給
の
水
準
を
見
直
し
、
各
人
の
役
割
と
貢
献
度
に
応

じ
た
基
本
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
つ
く
っ
て
い
く
。

役
割
等
級
の
具
体
例

2役
割
等
級
は
、
図
表
1
の
よ
う
に
企
業
規
模
に
よ
っ

役
割
給
の
モ
デ
ル
例
と

定
年
後
再
雇
用
賃
金
の
設
定
基
準

2023.8

　従来型のヒト基準の日本的人事制度が制度疲労を起こし、年齢や性別を問わず人材が
活躍できるシンプルな雇用・人事・賃金制度に対するニーズが高まっています。今回は、
役割・貢献度に応じた役割給の導入手順と、定年後再雇用賃金の設定基準を紹介します。

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度の
　従来型のヒト基準の日本的人事制度が制度疲労を起こし、年齢や性別を問わず人材が
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つくり方つくり方株式会社プライムコンサルタント  代表   菊
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て
4
〜
7
段
階
に
区
分
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

は
じ
め
に
課
、
チ
ー
ム
、
営
業
所
、
店
舗
な
ど
の
「
業

績
責
任
単
位
」
と
な
る
最
小
組
織
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
考
え
、
そ

の
責
任
者
（
課
長
や
店
長
）
を
育
成
・
登
用
す
る
ま
で
に

何
段
階
の
キ
ャ
リ
ア
・
ス
テ
ッ
プ
を
置
く
の
が
適
当
か
を
考

え
て
、
新
卒
入
社
か
ら
責
任
者
ま
で
の
等
級
を
決
め
ま
す
。

上
位
等
級
は
、
そ
の
業
績
責
任
単
位
を
統
括
す
る
役

職
階
層
に
よ
っ
て
区
分
し
て
い
き
ま
す
。

左
か
ら
、
①
は
一
般
従
業
員
を
一
般
職
・
担
当
職
・

主
任
に
わ
け
、
単
一
組
織
を
部
長
一
人
が
統
括
す
る
小

企
業
で
4
等
級
に
区
分
し
た
例
で
す
。

②
は
単
位
組
織
（
課
）
が
複
数
あ
る
小
企
業
で
、
管

理
職
を
課
長・部
長
に
分
け
た
5
等
級
区
分
の
例
で
す
。

③
は
実
務
職
の
最
上
位
に
店
長
・
係
長
・
職
長
な
ど

の
リ
ー
ダ
ー
職
を
置
き
、
管
理
職
を
課
長
・
部
長
に
分

け
た
6
等
級
区
分
の
例
で
す
。

④
は
複
数
の
事
業
部
が
あ
る
中
堅
企
業
で
、
部
長
の

上
に
執
行
役
員
ク
ラ
ス
の
本
部
長
／
事
業
部
長
を
置
い

た
例
で
す
。

役
割
等
級
へ
の
個
々
の
格
づ
け
は
、

ア
上
位
等
級
の
役
職
者
は
、
ポ
ス
ト
・
職
責
に
必
要

な
人
材
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
期
待
値
に
達
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
考
慮
し
て
役
職
に
登
用
し
、
対
応
す

る
等
級
に
格
づ
け
ま
す
。

イ
下
位
等
級
の
非
役
職
者
は
、
担
当
業
務
に
必
要
な

仕
事
の
経
験
・
ス
キ
ル
や
キ
ャ
リ
ア
段
階
を
判
定

し
、
期
待
役
割
に
基
づ
い
て
等
級
に
格
づ
け
ま
す
。

役
割
給
の
バ
ン
ド
設
定

3次
に
役
割
等
級
ご
と
に
世
間
相
場
や
会
社
の
目
標
額

を
考
慮
し
た
賃
金
表
の
上
限
・
下
限
を
設
定
し
、
各
人

の
役
割
に
対
す
る
貢
献
度
を
反
映
さ
せ
る
賃
金
改
定

ル
ー
ル
を
設
け
ま
す
。

※１「エルダー」2023年7月号（42ページ、図表1）参照
※2　菊谷寛之『役割貢献の評価と賃金・賞与の決め方』（労働調査会）第4・5章参照

一
般
的
な
役
割
給
の
昇
給
ル
ー
ル
は
、
バ
ン
ド
の
な

か
を
い
く
つ
か
の
金
額
ゾ
ー
ン
に
区
分
し
、
各
人
の

ゾ
ー
ン
の
位
置
と
評
価
と
の
組
み
あ
わ
せ
で
昇
給
率
を

変
え
た
り
※1
、
公
務
員
の
俸
給
表
の
よ
う
な
段
階
号
俸

表
を
ゾ
ー
ン
に
分
け
、
貢
献
度
に
応
じ
た
号
俸
改
定
を

行
う
方
式
※2
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
解
説
で
は
、
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
な
手
法
と
し

て
、
昇
給
率
や
賃
金
表
を
用
い
ず
、
基
本
給
の
上
限
・

下
限
と
ゾ
ー
ン
の
金
額
、
昇
給
ピ
ッ
チ
だ
け
を
決
め
る

「
ゾ
ー
ン
型
範
囲
給
」
の
や
り
方
を
紹
介
し
ま
す
。

図
表
２
の
例
は
、部
長
が
Ⅴ
等
級
、課
長
が
Ⅳ
等
級
、

主
任
Ⅲ
等
級
、
担
当
職
Ⅱ
等
級
、
一
般
職
Ⅰ
等
級
と
い

う
５
段
階
の
役
割
等
級
に
区
分
し
て
役
割
給
の
バ
ン
ド

と
昇
給
ピ
ッ
チ
を
設
定
し
た
例
で
す
。

こ
こ
で
は
各
人
の
貢
献
度
を
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
（
Ｂ
が
標

ゾ
ー
ン
別
の
上
限
額

役割のグレード

170,000
190,000
212,000
234,000
257,000
281,000
306,000
332,000

360,000

389,000

419,000

451,000

485,000

520,000

（4,900）

（3,700）

（2,800）

（2,100）

（1,600）
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

2段階一致のバンド設定 
（下位等級のA＝上位等級のC）

（注）等級の下の（ ）書きは、
等級別の昇給単位である。

粗い金額
ステップ

細かな
金額
ステップ

S

A
B
C
D

S
A
B
C
D

S
A
B
C
D

S
A
B
C
D

S
A
B
C
D

図表1　役割等級のパターン

図表2 　等級別の範囲給（バンド）の設定例（円） 

©株式会社プライムコンサルタント　禁無断転載

©株式会社プライムコンサルタント　禁無断転載

役割等級の区分と呼称を決める
・組織運営・人事配置・等級格付の基本フレーム
・評価制度、賃金制度、昇進・昇格など待遇基準の主軸
・ 役割等級は身分的な呼称でなく、組織上の
責任役職と等級区分を1対1で対応させる

① 4等級の例
（単一組織の小企業）

② 5等級の例
（複数部門の小企業 ）

③ 6等級の例
（中小企業）

④ 7等級の例
（中堅企業）

等級 役職

Ⅶ 執行役員本部長
（経営管理職）

Ⅵ 部長
（部門管理職）

Ⅴ 課長
（業務管理職）

Ⅳ リーダー
（業務推進職）

Ⅲ 主任
（指導職）

Ⅱ 担当職

Ⅰ 一般職

等級 役職

Ⅳ 部長
（管理職）

Ⅲ 主任
（指導職）

Ⅱ 担当職

Ⅰ 一般職

等級 役職

Ⅴ 部長
（経営管理職）

Ⅳ 課長
（業務管理職）

Ⅲ 主任
（指導職）

Ⅱ 担当職

Ⅰ 一般職

等級 役職

Ⅵ 部長
（経営管理職）

Ⅴ 課長
（業務管理職）

Ⅳ リーダー
（業務推進職）

Ⅲ 主任
（指導職）

Ⅱ 担当職

Ⅰ 一般職

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度賃金制度ののつくり方つくり方



準
）
の
5
段
階
で
評
価
し
、
範
囲
給
を
対
応
す
る
五
つ

の「
ゾ
ー
ン
」に
分
け
て
い
ま
す
。
各
人
の
基
本
給
は
、

原
則
と
し
て
範
囲
給
の
ゾ
ー
ン
の
ど
こ
か
に
位
置
づ
け

ら
れ
ま
す
※3
。

Ｉ
等
級
の
ス
タ
ー
ト
金
額
は
高
卒
初
任
給
（
通
勤
手

当
、
固
定
時
間
外
手
当
な
ど
を
除
く
基
本
給
部
分
）
を

想
定
し
た
17
万
円
と
し
、
上
限
額
を
28
万
１
０
０
０
円

と
し
ま
し
た
。
バ
ン
ド
の
な
か
を
、下
か
ら
Ｄ
、Ｃ
、Ｂ
、

Ａ
、
Ｓ
と
い
う
五
つ
の
ゾ
ー
ン
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の

上
限
額
を
決
め
て
い
ま
す
。
各
等
級
の
上
限
・
下
限
額

と
各
ゾ
ー
ン
の
金
額
は
任
意
に
設
定
で
き
ま
す
。

こ
の
例
で
は
、
仕
組
み
を
シ
ン
プ
ル
に
す
る
た
め
、

図
の
よ
う
に
等
級
が
上
が
る
都
度
ゾ
ー
ン
別
の
金
額
を

階
段
状
に
二
つ
ず
つ
増
や
し
、
各
等
級
の
ゾ
ー
ン
が
重

複
す
る
「
2
段
階
一
致
」
の
設
定
に
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
構
造
的
な
絶
対
的
人
手
不
足
が
続
く
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
抑
制
的
な
賃
金
ポ
リ
シ
ー
か

ら
脱
却
し
、
生
産
性
の
裏
づ
け
に
基
づ
く
競
争
力
の
あ

る
賃
金
水
準
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
般
的
に
は
、
下
位
等
級
で
は
生
活
給
と
し
て
の
必

要
水
準
や
仕
事
の
習
熟
を
考
慮
し
た
世
間
相
場
を
参
照

し
、
上
位
等
級
で
は
管
理
職
の
基
本
給
部
分
（
管
理
職

手
当
や
役
職
手
当
な
ど
を
除
く
）
の
世
間
相
場
を
参
照

し
、
そ
れ
ぞ
れ
貢
献
度
の
違
い
に
よ
る
メ
リ
ハ
リ
の
利

い
た
賃
金
待
遇
が
行
え
る
上
下
幅
を
設
定
し
ま
す
。
ど

の
等
級
の
ど
の
ゾ
ー
ン
に
自
社
の
社
員
が
い
る
の
か
に

つ
い
て
も
個
別
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
他
社
と
比
べ
た
採
用

競
争
力
や
、
社
員
が
将
来
に
励
み
が
持
て
る
目
標
賃
金

を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

役
割
と
貢
献
度
に
応
じ
た
賃
金
バ
ラ
ン

ス
を
実
現
す
る
「
段
階
接
近
法
®」

4昇
給
は
、
図
表
２
の
（　
）
に
表
示
し
た
Ⅰ
等
級
１

６
０
０
円
〜
Ⅴ
等
級
４
９
０
０
円
の
よ
う
に
、
等
級
別

に
「
昇
給
単
位
」（
昇
給
ピ
ッ
チ
と
も
い
い
ま
す
）
の

金
額
を
決
め
て
お
き
ま
す
。
昇
給
単
位
は
、
従
業
員
の

定
着
と
能
力
開
発
を
重
視
す
る
低
い
等
級
で
は
細
か
い

ピ
ッ
チ
と
し
、
賃
金
水
準
の
高
い
上
位
等
級
は
ピ
ッ
チ

を
大
き
く
し
て
昇
給
額
の
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
よ
う
工

夫
し
ま
す
。

毎
年
の
昇
給
は
、
各
等
級
の
昇
給
単
位
に
、
図
表
３

の
賃
金
ゾ
ー
ン
位
置
と

評
価
と
の
組
み
あ
わ
せ

に
よ
る
「
昇
給
倍
率
」

を
掛
け
算
し
て
決
定
し

ま
す
。

図
表
３
の
下
表
で
Ⅰ

等
級
の
昇
給
単
位
１
６

０
０
円
を
例
に
と
る

と
、
一
番
賃
金
の
低
い

Ｄ
ゾ
ー
ン
（
図
表
２
の

基
本
給
19
万
円
未
満
）

で
は
、
Ｓ
評
価
の
5
倍

８
０
０
０
円
か
ら
Ｄ
評

価
の
1
倍
１
６
０
０
円
ま
で
昇
給
額
に
差
が
つ
き
ま

す
。同

じ
評
価
で
比
較
す
る
と
、
低
い
ゾ
ー
ン
で
は
昇
給

額
は
大
き
く
、
ゾ
ー
ン
が
高
く
な
る
に
し
た
が
い
昇
給

額
は
小
さ
く
な
り
、
評
価
に
対
応
す
る
ゾ
ー
ン
の
上
限

に
達
し
た
ら
昇
給
し
な
く
な
り
ま
す
。
ゾ
ー
ン
よ
り
評

価
が
低
い
と
き
は
昇
給
ゼ
ロ
ま
た
は
マ
イ
ナ
ス
昇
給
に

な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
昇
給
ル
ー
ル
の
運
用
を
毎
年
続
け
る

と
、
徐
々
に
各
人
の
役
割
と
貢
献
度
に
ふ
さ
わ
し
い
基

本
給
の
水
準
へ
と
段
階
的
に
接
近
し
、
い
ず
れ
は
そ
の

上
限
額
に
収
れ
ん
し
ま
す（
段
階
接
近
法
®）。

昇
給
単
位
は
会
社
業
績
や
世
間
の
賃
上
げ
動
向
を
配

慮
し
て
、
任
意
に
変
え
ら
れ
ま
す
。

※3　 例外的に下限額に届かない場合は「E」、上限額を超えた場合は「S＋」とゾーンを表記します。個々の社員が「どのゾーンにいて」、「どんな貢献度の評
価をとるか」で、昇給、昇給停止、マイナス昇給を行い、この範囲給一本で基本給（役割給）を決めます。ほかの「職能給」や「年齢給」、「勤続給」な
どの併存型の基本給項目は使いません

2023.8

図表3　役割給のゾーン別・評価別昇給ルール

©株式会社プライムコンサルタント　禁無断転載

（注）『段階接近法®』は株式会社プライムコンサルタントの登録商標です

●昇給額の計算（昇給単位×昇給倍率＝昇給額）

●昇給倍率の基準（段階接近法®）

（注）1. 上限額（各ゾーンのちょうど境目の金額）では上位ゾーンの昇給倍率を適用する
例：Aゾーンの上限額（図表 2参照）でA評価、Bゾーンの上限額（同）でB評価
はそれぞれ昇給ゼロとする
2. A 評価はAゾーンの上限、B評価はBゾーンの上限を超えないように昇給額を調整する

賃金↓ S評価 A評価 B評価 C評価 D評価
Sゾーン 2,100 0 -2,100 -4,200 -6,300
Aゾーン 4,200 2,100 0 -2,100 -4,200
Bゾーン 6,300 4,200 2,100 0 -2,100
Cゾーン 8,400 6,300 4,200 2,100 0
Dゾーン 10,500 8,400 6,300 4,200 2,100

賃金↓ S評価 A評価 B評価 C評価 D評価
Sゾーン 1,600 0 -1,600 -3,200 -4,800
Aゾーン 3,200 1,600 0 -1,600 -3,200
Bゾーン 4,800 3,200 1,600 0 -1,600
Cゾーン 6,400 4,800 3,200 1,600 0
Dゾーン 8,000 6,400 4,800 3,200 1,600

賃金↓ S評価 A評価 B評価 C評価 D評価
Sゾーン +1 0 -1 -2 -3
Aゾーン +2 +1 0 -1 -2
Bゾーン +3 +2 +1 0 -1
Cゾーン +4 +3 +2 +1 0
Dゾーン +5 +4 +3 +2 +1

Ⅱ 等級の昇給単位2100円

Ⅰ 等級の昇給単位1600円



昇
給
単
位
の
金
額
を
小
さ
く
す
る
と
会
社
全
体
の
昇

給
額
・
率
が
減
り
、
逆
に
昇
給
単
位
の
金
額
を
大
き
く

す
る
と
全
体
の
昇
給
額
・
率
が
増
え
ま
す
※4
。

均
衡
待
遇
に
配
慮
し
た
再
雇
用
賃
金
の

決
め
方
（
賃
金
換
算
表
方
式
）

5定
年
再
雇
用
者
に
つ
い
て
は
、
正
社
員
の
役
割
給
に

準
拠
し
つ
つ
、
定
年
後
の
新
た
な
職
務
内
容
に
応
じ
た

役
割
等
級
と
働
き
方
の
制
約
に
応
じ
て
、
定
年
前
の
基

本
給
に
図
表
４
の
賃
金
支
給
率
（
％
）
を
掛
け
算
し
て

再
雇
用
賃
金
の
基
本
給
部
分
を
算
定
し
ま
す
。

参
考
ま
で
に
、
定
年
前
の
基
本
給
が
Ⅳ
等
級
係
長
・

職
長
ク
ラ
ス
35
万
円
の
従
業
員
Ｘ
さ
ん
に
対
し
て
、
再

雇
用
の
支
給
率
を
あ
て
は
め
た
計
算
例
を
下
段
に
示
し

ま
し
た
。
例
え
ば
再
雇
用
後
、
Ⅲ
等
級
の
類
似
業
務
に

転
換
す
る
場
合
の
賃
金
支
給
率
は
80
％
で
、
35
万
円
×

80
％
＝
28
万
円
が
再
雇
用
の
基
本
給
と
な
り
ま
す
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
第
8
条
に
規
定

さ
れ
た
「
均
衡
待
遇
」
の
判
断
基
準
に
沿
っ
て
、
定
年
再

雇
用
者
の
賃
金
を
減
額
で
き
る
理
由
を
整
理
す
る
と
、
①

職
務
内
容
の
軽
減
に
よ
る
減
額
、
②
働
き
方
や
人
材
活

用
の
制
約
に
基
づ
く
減
額
、
③
そ
も
そ
も
定
年
ま
で
勤

務
し
退
職
後
に
再
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
「
そ
の

他
の
事
情
」と
し
て
判
示
さ
れ
た
減
額
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
賃
金
換
算
表
の
縦
軸
①
は
、
定
年
後
の
職
務
内

容
（
業
務
の
内
容
お
よ
び
業
務
に
と
も
な
う
責
任
の
程

度
）
を
確
認
し
た
う
え
で
、「
職
務
変
更
に
と
も
な
う
減

額
率
」
の
基
準
ア
〜
エ
に
よ
り
、
定
年
前
の
賃
金
に
対

す
る
賃
金
の
減
額
率
（
0
％
〜
-20
％
）
を
判
定
し
ま
す
。

次
に
横
軸
②
は
、
定
年
後
の
働
き
方
や
人
材
活
用
の
制

約
（
職
務
内
容
お
よ
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
な
ど
）
に
応

じ
て
、「
賃
率
」
を
調
整
す
る
判
断
基
準
を
示
し
ま
す
。

定
年
後
も
正
社
員
の
ま
ま
同
じ
仕
事
を
継
続
し
、
職

務
内
容
も
働
き
方
も
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
勤
務
延
長

の
賃
率
は
１
０
０
％
（
正
社
員
と
同
一
待
遇
）
で
す
。

定
年
再
雇
用
者
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
の
世
間

相
場
に
準
拠
す
る
と
い
う
賃
金
待
遇
の
方
針
に
基
づ
き
、

定
年
前
と
基
本
的
に
職
務
内
容
も
働
き
方
も
変
わ
ら
な

い
場
合
の
賃
率
を
90
％
に
設
定
し
ま
し
た
（
さ
ま
ざ
ま
な

事
情
を
考
慮
し
設
定
）。
こ
の
あ
た
り
の
判
断
は
会
社
の

賃
金
水
準
や
、
定
年
再
雇
用
者
の
人
材
活
用
方
針
に
よ

る
裁
量
の
範
囲
で
し
ょ
う
が
、
会
社
の
賃
金
水
準
が
そ
れ

ほ
ど
高
く
な
い
場
合
は
、
勤
務
延
長
と
同
じ
賃
率
１
０

０
％
も
検
討
す
べ
き
か
と
思
い
ま
す
。

換
算
表
の
縦
軸
の
減
額
率
と
横
軸
の
賃
率
を
あ
わ
せ

た
再
雇
用
の
賃
金
支
給
率
は
最
高
90
％
〜
最
低
60
％
と

な
り
、
こ
の
例
で
は
、
定
年
前
の
賃
金
35
万
円
に
対
し

て
最
高
31
万
５
０
０
０
円
〜
最
低
21
万
円
と
い
う
再
雇

用
賃
金
と
な
り
ま
す
。

次
回
は
、
正
社
員
の
役
割
給
の
賃
金
表
を
準
用
し
、

契
約
更
改
の
都
度
、
本
人
の
役
割
（
例
え
ば
Ⅲ
等
級
）

に
対
す
る
実
績
評
価
や
働
き
方
の
見
直
し
を
行
っ
て
、

新
た
な
再
雇
用
賃
金
を
提
示
す
る
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
の
運

用
方
法
に
つ
い
て
事
例
を
交
え
て
解
説
し
ま
す
。

※ 4　 範囲給の上限額の設定によっても従業員の昇給率は大きく変わります。わかりやすくいえば、会社の平均基本給に比べて、標準的なB評価の上限額（図
表 2参照）を高めに設定すれば、全体の昇給率は増加します。逆に平均基本給にB評価の上限額を近づけると、全体の昇給率は大幅に抑制されます

図表4　定年再雇用の賃金換算表の例
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（注）①の職務内容の変化に対応する「減額率」を、②の働き方や人材活用の制約に対応した賃率と合計し、個別の賃金支給率を決定する。
（賃金支給率＝減額率＋賃率）

例：定年前賃金 350,000 円（Ⅳ等級係長・職長クラス）の場合
①職務内容の変化 ②働き方や人材活用の制約

（職務内容および配置の変更の範囲など）

職種転換 職務内容（業務の内容および業務にとも
なう責任の程度）

↓役割等級

↓ 職務変更に
ともなう
減額率　

　　　賃率→

勤務延長（参考） 定年再雇用
まったく
変わらない

(100%)

ⅰ再雇用という事情
以外は基本的に
変わらない
（90%)

ⅱ働き方や人材活用
が若干限定される

(85%)

ⅲ働き方や人材活用
が大きく制約される

(80%)

A同じ仕事を継続

ア 変わらない 等級変更なし 0%
100% 90% 85% 80%
350,000 315,000 297,500 280,000

イ  一部業務を軽減・免除するが基本は
変わらない 等級変更なし -5%

95% 85% 80% 75%
332,500 297,500 280,000 262,500

B 類似業務に転換・
業務軽減

ウ  これまでの経験・知識・能力を活用で
きるやや軽易な業務を担当する場合 1等級降格 -10%

80% 75% 70%
280,000 262,500 245,000

C異質な職種に転換 エ  これまでのキャリアとは無関係で職務
内容も異質な軽易業務に転換する場合

当該等級を
適用 -20%

70% 65% 60%
245,000 227,500 210,000

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度賃金制度ののつくり方つくり方



ジ
ョ
ブ
型
継
続
雇
用
賃
金
表
の

つ
く
り
方

1前
回
は
、
正
社
員
の
役
割
給
に
準
拠
し
つ
つ
、
定
年

後
の
新
た
な
職
務
内
容
に
応
じ
た
役
割
等
級
と
働
き
方

の
制
約
に
応
じ
て
、
定
年
前
の
基
本
給
に
賃
金
支
給
率

（
％
）
を
掛
け
算
し
て
再
雇
用
賃
金
の
基
本
給
部
分
を

算
定
す
る
方
法
を
紹
介
し
ま
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
仕
組
み
は
「
内
規
」
と
し
て
は
有
効

で
す
が
、
一
般
の
社
員
に
は
複
雑
で
す
し
、
定
年
後
の

職
務
内
容
の
軽
減
や
働
き
方・人
材
活
用
の
制
約
な
ど
、

賃
金
の
減
額
理
由
を
一
人
ひ
と
り
具
体
的
に
説
明
す
る

の
は
、
か
え
っ
て
継
続
雇
用
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

下
げ
る
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
定
年
後
の
新
た
な
職
務
内
容
と
働

き
方
の
制
約
に
応
じ
て
、
再
雇
用
賃
金
の
基
準
を
ダ
イ

レ
ク
ト
に
説
明
で
き
る「
ジ
ョ
ブ
型
継
続
雇
用
賃
金
表
」

を
紹
介
し
ま
す
。

図
表
1
は
、
前
回
の
図
表
２
（
２
０
２
３
年
８
月

号
※1
39
ペ
ー
ジ
）
で
紹
介
し
た
役
割
等
級
別
の
範
囲
給

（
役
割
給
）
の
ゾ
ー
ン
区
分
の
位
置
関
係
を
示
し
ま
す
。

こ
れ
に
対
応
し
て
、
Ⅰ
等
級
Ｄ
ゾ
ー
ン
の
1
ラ
ン
ク

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
Ｃ
ゾ
ー
ン
2
ラ
ン
ク
、
Ｂ
ゾ
ー
ン

3
ラ
ン
ク
…
Ⅴ
等
級
Ｓ
ゾ
ー
ン
13
ラ
ン
ク
と
い
う
よ
う

に
、
図
表
２
に
連
番
で
賃
金
ラ
ン
ク
を
設
定
し
ま
す
。

左
の
役
割
給
の
ゾ
ー
ン
別
の
上
限
額
を
、
そ
の
ま
ま
対

応
す
る
賃
金
ラ
ン
ク
の
上
限
額
と
し
ま
す
。

上
限
額
は
、
前
回
紹
介
し
た
正
社
員
の
金
額
を
賃
率

１
０
０
％
の
金
額
と
し
、そ
の
右
に
賃
率
90
％
、85
％
、

80
％
の
金
額
を
設
定
し
ま
す
。
賃
率
の
適
用
基
準
は
前

回
紹
介
し
た
定
年
再
雇
用
の
賃
金
換
算
表
の
例
と
同
じ

で
す
（
２
０
２
３
年
８
月
号
※１
41
ペ
ー
ジ
図
表
４
）※ 2
。

初
年
度
の
再
雇
用
賃
金
の
決
め
方

2図
表
４
で
、
前
回
の
例
を
再
び
用
い
て
説
明
す
る
と
、

定
年
前
の
基
本
給
が
Ⅳ
等
級
係
長
・
職
長
ク
ラ
ス
35
万

円
の
従
業
員
Ｘ
さ
ん
に
対
し
、
賃
金
換
算
率
を
80
％
（
減

額
理
由
は
枠
内
）、
Ⅲ
等
級
と
し
た
場
合
の
再
雇
用
賃
金

は
28
万
円
で
す
。
こ
の
金
額
を
右
側
の
よ
う
に
継
続
雇

用
賃
金
表
の
賃
率
90
％
に
あ
て
は
め
る
と
、
賃
金
ラ
ン
ク

の
7
ラ
ン
ク（
上
限
29
万
８
８
０
０
円
）に
該
当
し
ま
す
。

こ
れ
は
図
表
３
の
「
企
画
・
プ
ロ
セ
ス
を
配
慮
し
な
が
ら

自
主
的
に
判
断
・
意
思
決
定
す
る
仕
事
」
と
い
う
職
務

定
年
後
の
役
割
・
働
き
方
の
見
直
し
と
賃
金
改
定

※1　エルダー2023年8月号  https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/202308.html
※2　 働き方や人材活用の制約が定年前とまったく変わらない場合は100％、ⅰ基本的に変わらない

再雇用者は正社員の90％、ⅱ若干限定される再雇用者は85％、ⅲ大きく制約される再雇用者
は80％です 2023.9

　従来型のヒト基準の日本的人事制度が制度疲労を起こし、年齢や性別を問わず人材が
活躍できるシンプルな雇用・人事・賃金制度に対するニーズが高まっています。今回は、
「ジョブ型継続雇用賃金表」のつくり方と、労働契約書に基づく定年再雇用者の役割・働
き方の見直しにともなう賃金改定方法を解説します。

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度の
　従来型のヒト基準の日本的人事制度が制度疲労を起こし、年齢や性別を問わず人材が

賃金制度賃金制度賃金制度賃金制度賃金制度賃金制度のの
つくり方つくり方株式会社プライムコンサルタント  代表   菊
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レ
ベ
ル
に
対
応
す
る
賃
金
ラ
ン
ク
で
す
。

Ｘ
さ
ん
に
は
、
枠
内
の
減
額
理
由
の
根
拠
と
し
た
定

年
後
の
Ｘ
さ
ん
の
具
体
的
な
職
務
内
容
を
労
働
契
約
書

に
明
記
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
す
。

定
年
後
は
お
も
に
こ
れ
ら
の
仕
事
に
従
事
し
て

も
ら
い
ま
す
。
こ
れ
は
継
続
雇
用
賃
金
表
の
7
ラ

ン
ク
「
企
画
・
プ
ロ
セ
ス
を
配
慮
し
な
が
ら
自
主

的
に
判
断
・
意
思
決
定
す
る
仕
事
」
に
該
当
し
、

初
年
度
の
再
雇
用
賃
金
は
28
万
円
と
な
り
ま
す
。

2
年
目
以
降
の
契
約
更
改
で
は
、
1
年
間
の
仕
事

の
実
績
を
み
て
職
務
内
容
を
見
直
し
、
新
た
な
賃

金
ラ
ン
ク
を
提
示
し
ま
す
。

再
雇
用
者
に
は
、
上
記
の
基
本
給
に
加
え
て
、
非
管

理
職
に
は
時
間
外
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

管
理
職
に
は
、
従
前
通
り
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
を
求
め

る
の
で
あ
れ
ば
相
当
額
の
管
理
職
手
当
（
役
職
手
当
）

を
支
給
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
再
雇
用
者
は

定
時
勤
務
ま
た
は
短
時
間
勤
務
を
基
本
と
す
る
場
合

は
、勤
務
形
態
に
応
じ
て
減
額
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
家
族
手
当
や
住
宅
手
当
な
ど
の
職
務
内
容
と
は

無
関
係
の
手
当
は
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
観
点
か
ら

全
額
を
支
給
し
、
短
時
間
勤
務
者
に
は
所
定
労
働
時
間

の
割
合
に
応
じ
て
減
額
支
給
す
る
こ
と
を
推
奨
し
ま
す
。

賞
与
に
つ
い
て
も
正
社
員
の
支
給
基
準
に
準
じ
、
再
雇

用
者
の
賃
金
ラ
ン
ク
に
基
づ
い
た
賞
与
額
を
働
き
方
の

制
約
に
応
じ
た
賃
率
で
支
給
し
ま
す
。
短
時
間
勤
務
者

は
や
は
り
所
定
労
働
時
間
割
合
に
応
じ
て
減
額
し
ま
す
。

定
年
後
再
雇
用
者
の
職
務
レ
ベ
ル
判
定

と
賃
金
改
定

3図
表
５
に
、
再
雇
用
2
年
目
以
降
の
ジ
ョ
ブ
型
賃
金

の
改
定
基
準
を
示
し
ま
し
た
。

使
い
方
は
、
前
年
の
労
働
契
約
書
で
確
認
し
た
職
務

内
容
（
賃
金
ラ
ン
ク
に
連
動
）
に
つ
い
て
年
間
の
実
績

評
価
を
行
い
、
職
務
レ
ベ
ル
を
再
判
定
し
ま
す
。

現
行
の
賃
金
ラ
ン
ク
と
職
務
レ
ベ
ル
を
比
較
し
、

（
＋
）
前
回
契
約
時
よ
り
も
高
い
職
務
レ
ベ
ル
で

貢
献
し
て
い
る
と
判
定
で
き
る
場
合
は
、

・
2
ラ
ン
ク
上
位
相
当
な
ら
Ｓ
評
価
と
し
、
昇

給
単
位
の
3
倍
の
昇
給
を
行
い
ま
す
。

・
1
ラ
ン
ク
上
位
相
当
な
ら
Ａ
評
価
と
し
、
2

倍
の
昇
給
を
行
い
ま
す
。

（
±
0
）
前
回
契
約
時
と
変
わ
ら
な
い
場
合
は
Ｂ
評

価
と
し
、
昇
給
単
位
の
1
倍
の
昇
給
を
行
い
、
上

限
額
を
超
え
な
い
よ
う
昇
給
額
を
調
整
し
ま
す
。

（
－
）
前
回
契
約
時
よ
り
も
低
い
判
定
の
場
合
は
、

・
1
ラ
ン
ク
下
位
相
当
は
Ｃ
評
価
と
し
、
昇
給

な
し
と
し
ま
す
。

・
2
ラ
ン
ク
下
位
相
当
は
Ｄ
評
価
と
し
、
マ
イ
ナ

ス
1
倍
の
減
給
を
行
い
ま
す
。

図表1　役割等給別の範囲給設定（役割給） 図表2　 ジョブ型継続雇用賃金表
（賃金ランク別の上限額）

図表3　 職務レベルの判定基準
（職務レベルの数は賃金ランクに対応）
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役割等級別の範囲給設定（役割給）
標準的な役割 等級別ゾーン区分

等級 基準職務内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅵ 経営管理担当役員 S

A

Ⅴ 部門の業務管理職（部長） S B

A C

Ⅳ 業務（プロジェクト）の業務推進
管理職・技術管理職 S B D

A C (4,900)

Ⅲ 担当業務に責任を持つ応用業務担
当者 S B D

A C (3,700)

Ⅱ 担当業務に責任を持つ定型業務担
当者 S B D

A C (2,800)

Ⅰ 比較的軽易な定型業務担当者 B D

C (2,100)

AS 軽易業務担当者、定型業務補助者 D

(1,600)

賃金
ランク

上限額
100% 90% 85% 80%

13 520,000 468,000 442,000 416,000

12 485,000 436,500 412,250 388,000

11 451,000 405,900 383,350 360,800

10 419,000 377,100 356,150 335,200

9 389,000 350,100 330,650 311,200

8 360,000 324,000 306,000 288,000

7 332,000 298,800 282,200 265,600

6 306,000 275,400 260,100 244,800

5 281,000 252,900 238,850 224,800

4 257,000 231,300 218,450 205,600

3 234,000 210,600 198,900 187,200

2 212,000 190,800 180,200 169,600

1 190,000 171,000 161,500 152,000

170,000 153,000 144,500 136,000

職務
レベル 職務レベルの判定基準（例）

13 全体最適を維持し、複雑な問題を組織的・
統合的に解決する仕事

12

11 機会に集中し、高度な分析的理解と予測・
対策により資源を有効活用する仕事

10

9 外部と連携し、幅広い知識を活用して裁
量的に判断・意思決定する仕事

8

7 企画・プロセスを配慮しながら自主的に
判断・意思決定する仕事

6

5 一定の計画・手順を活用して自己責任で
判断する仕事

4

3 限られた範囲で任される単純・定型的な
仕事

2

1 その都度与えられた仕事を指示通り処理
する仕事

（注）（　）内は正社員の昇給ピッチ基準額である。（連載第4回※1の図表2参照）

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度賃金制度ののつくり方つくり方



掛
け
算
し
て
定
年
後
は
Ⅲ
等
級
28
万
円
と
い
う
仮
計
算

を
行
い
ま
す
。
賃
率
90
％
の
賃
金
表
で
こ
の
28
万
円
と

同
額
ま
た
は
直
近
上
位
の
上
限
額
を
求
め
、
Ｂ
評
価
に

対
応
す
る
上
限
額
29
万
８
８
０
０
円
が
Ｘ
さ
ん
の
1
年

目
の
再
雇
用
賃
金
と
な
り
ま
す
。

2
年
目
以
降
の
契
約
更
改
は
、
現
行
の
賃
金
ラ
ン
ク

と
職
務
レ
ベ
ル
を
比
較
し
、
賃
金
ラ
ン
ク
と
職
務
レ
ベ

ル
と
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
場
合
は
、
実
際
に
従
事
す
る

職
務
レ
ベ
ル
に
あ
わ
せ
て
賃
金
ラ
ン
ク
お
よ
び
再
雇
用

賃
金
を
た
だ
ち
に
変
更
し
ま
す
。

さ
ら
に
働
き
方
や
人
材
活
用
の
仕
方
が
変
わ
っ
た
と

き
は
、
対
応
す
る
新
た
な
賃
率
を
適
用
し
、
そ
の
金
額

が
新
年
度
の
再
雇
用
賃
金
と
な
り
ま
す
。

図
表
６
の
右
の
例
で
は
、
Ｘ
さ
ん
は
2
年
目
の
契
約

更
改
で
Ｃ
評
価
・
1
ラ
ン
ク
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｎ
と
な
り
、
同
時

に
働
き
方
の
見
直
し
に
よ
り
賃
率
が
ⅱ
85
％
に
な
っ
た

と
き
は
、
26
万
１
０
０
円
が
2
年
目
の
再
雇
用
賃
金
と

な
り
ま
す
。

同
様
に
3
年
目
も
Ｃ
評
価
・
1
ラ
ン
ク
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｎ
で

さ
ら
に
働
き
方
の
見
直
し
に
よ
り
賃
率
が
ⅲ
80
％
と

な
っ
て
22
万
４
８
０
０
円
と
な
り
、
4
年
目
は
そ
の
賃
率

の
ま
ま
Ｓ
評
価
・
2
ラ
ン
ク
Ｕ
Ｐ
で
26
万
５
６
０
０
円
と

い
う
よ
う
に
、
再
雇
用
賃
金
が
推
移
し
て
い
き
ま
す
。

次
回
は
、
役
割
給
の
活
用
に
よ
る
定
年
延
長
と
ジ
ョ

ブ
型
賃
金
の
組
み
合
わ
せ
方
法
や
、
定
年
制
廃
止
を
視

野
に
入
れ
た
、
日
本
企
業
に
合
っ
た
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
・

賃
金
待
遇
の
あ
り
方
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

昇
給
単
位
の
金
額
は
任
意
に
設
定
で
き
ま
す
が
、
図

表
５
で
は
正
社
員
の
Ⅲ
等
級
の
昇
給
単
位
２
８
０
０
円

を
用
い
た
例
1
と
、
賃
金
改
定
幅
の
拡
大
を
ね
ら
っ
て

５
０
０
０
円
と
し
た
例
2
を
示
し
ま
し
た
。

こ
の
例
で
は
、
2
年
目
は
Ｘ
さ
ん
の
職
務
レ
ベ
ル
を
Ａ

評
価
＝
「
1
ラ
ン
ク
Ｕ
Ｐ
」
と
判
定
し
、
例
2
の
５
０

０
０
円
×
2
倍
＝
1
万
円
の
昇
給
を
行
い
ま
し
た
。
結

果
、
2
年
目
の
金
額
は
29
万
円・7
ラ
ン
ク
と
な
り
ま
す
。

「
1
ラ
ン
ク
Ｕ
Ｐ
」
と
判
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

2
年
目
の
賃
金
も
7
ラ
ン
ク
の
ま
ま
な
の
は
、
昇
給
単

位
の
金
額
（
５
０
０
０
円
）
が
職
務
レ
ベ
ル
変
更
に
見

合
う
賃
金
改
定
を
１
回
で
カ
バ
ー
で
き
る
大
き
さ
に
設

定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
定
年
後
も
あ
る
年
限
ま

で
有
期
雇
用
を
反
復
・
継
続
す
る
合
意
の
も
と
で
は
、

こ
の
程
度
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
実
務
上
あ
り
得
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
3
年
目
も
職
務
レ
ベ
ル
を
Ａ

評
価
＝
「
1
ラ
ン
ク
Ｕ
Ｐ
」
と
判
定
す
れ
ば
、
再
度
５

０
０
０
円
×
２
倍
＝
１
万
円
昇
給
し
、
３
年
目
で
30
万

円
・
8
ラ
ン
ク
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
の
改
定
基
準
を
用
い
た

契
約
更
改
を
続
け
る
と
、
段
階
的
に
各
人
の
職
務
レ
ベ

ル
に
対
応
す
る
賃
金
ラ
ン
ク
の
上
限
額
に
接
近
し
、
収

れ
ん
し
ま
す
（
段
階
接
近
法
®）。

ま
た
、
契
約
更
改
後
の
働
き
方
に
つ
い
て
本
人
の
申
し

出
が
あ
っ
た
と
き
な
ど
は
、
相
談
の
う
え
、
働
き
方
や
人

材
活
用
の
仕
方
が
変
わ
る
と
き
は
、
対
応
す
る
新
た
な
賃

率
（
85
％
、
80
％
な
ど
）
を
用
い
て
再
雇
用
賃
金
を
合
意

し
ま
す
。
例
え
ば
契
約
更
改
2
年
目
の
基
本
給
が
29
万

円
で
賃
率
を
90
％
か
ら
85
％
に
変
え
る
と
き
は
、
29
万
円

÷
90
％
×
85
％

≒

27
万
３
８
９
０
円
が
見
直
し
後
の
新
た

な
再
雇
用
賃
金
と
な
り
、
2
年
目
以
降
は
図
表
２
の

85
％
の
継
続
雇
用
賃
金
表
を
用
い
て
運
用
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
賃
率
を
意
識
的
に
適
用
す
る
こ
と
で
、

働
き
方
や
人
材
活
用
の
制
約
の
度
合
が
、
ⅰ
基
本
的
に

変
わ
ら
な
い
再
雇
用
者
は
正
社
員
の
90
％
、
ⅱ
若
干
限

定
さ
れ
る
場
合
は
85
％
、
ⅲ
大
き
く
制
約
さ
れ
る
場
合

は
80
％
と
い
う
よ
う
に
、
正
社
員
と
定
年
後
再
雇
用
者

と
の
均
衡
待
遇
が
常
に
維
持
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

短
期
決
済
型
の
再
雇
用
賃
金
の

運
用
方
法

4前
の
節
で
昇
給
単
位
の
金
額
は
任
意
に
設
定
で
き
る

2023.9

図表4　ジョブ型継続雇用賃金表の適用例

図表5　ジョブ型継続雇用賃金の改定基準

©株式会社プライムコンサルタント　禁無断転載

©株式会社プライムコンサルタント　禁無断転載

（段階接近法®） 昇給単位： 2,800 円 5,000 円

実績評価 職務レベル判定※ 賃金改定基準 昇給額（例1） 昇給額（例2）

S 評価 2ランクUP 昇給単位× 3倍昇給 +8,400 +15,000

A評価 1ランクUP 　　　〃　 2 倍昇給 +5,600 +10,000

B評価 同一ランク 上限まで〃１倍昇給 +2,800 +5,000

C評価 1ランクDOWN 昇給なし 0 0

D評価 2ランクDOWN マイナス〃１倍減給 -2,800 -5,000

※職務レベル判定は、改定前の賃金ランクに対する職務レベルの差異を判定する
（図表 3「職務レベルの判定基準」を参照）。

（注）段階接近法®は株式会社プライムコンサルタントの登録商標である。

例：定年前賃金 350,000 円（Ⅳ等級係長・職長クラス）の場合

Ⅳ等級
正社員

係長・職長クラス
（役割給）

↓ゾーン ゾーンの上限額
賃率→ 100%

Sゾーン上限 451,000

A　〃 419,000

B　〃 389,000

C　〃 360,000

…

X さん ※ 350,000

…

D　〃 332,000

Dゾーン下限 306,000

7ランク
定年再雇用

主任・チーフクラス
（ジョブ型継続雇用賃金表）

↓賃金ランク ランクの上限額
賃率→ 100% 90%
9 389,000 350,100

8 360,000 324,000

7 332,000 298,800

・
・
・

+10,000

…

※ 280,000

6 306,000 275,400

5 281,000 252,900

4 257,000 231,300

※ 290,000

※Ⅳ等級35万円 （賃率100％）×賃金支給率80％　→　※Ⅲ等級28万円（賃率90％）
減額理由
①職務内容の変化：　　  これまでの経験・知識・能力を活用できるやや軽易な業務を担当する場合　減額率10％
②働き方や人材活用の制約：再雇用という事情以外は基本的に変わらない 賃率90％

企画・プロセスを
配慮しながら自主
的に判断・意思決
定する仕事



掛
け
算
し
て
定
年
後
は
Ⅲ
等
級
28
万
円
と
い
う
仮
計
算

を
行
い
ま
す
。
賃
率
90
％
の
賃
金
表
で
こ
の
28
万
円
と

同
額
ま
た
は
直
近
上
位
の
上
限
額
を
求
め
、
Ｂ
評
価
に

対
応
す
る
上
限
額
29
万
８
８
０
０
円
が
Ｘ
さ
ん
の
1
年

目
の
再
雇
用
賃
金
と
な
り
ま
す
。

2
年
目
以
降
の
契
約
更
改
は
、
現
行
の
賃
金
ラ
ン
ク

と
職
務
レ
ベ
ル
を
比
較
し
、
賃
金
ラ
ン
ク
と
職
務
レ
ベ

ル
と
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
場
合
は
、
実
際
に
従
事
す
る

職
務
レ
ベ
ル
に
あ
わ
せ
て
賃
金
ラ
ン
ク
お
よ
び
再
雇
用

賃
金
を
た
だ
ち
に
変
更
し
ま
す
。

さ
ら
に
働
き
方
や
人
材
活
用
の
仕
方
が
変
わ
っ
た
と

き
は
、
対
応
す
る
新
た
な
賃
率
を
適
用
し
、
そ
の
金
額

が
新
年
度
の
再
雇
用
賃
金
と
な
り
ま
す
。

図
表
６
の
右
の
例
で
は
、
Ｘ
さ
ん
は
2
年
目
の
契
約

更
改
で
Ｃ
評
価
・
1
ラ
ン
ク
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｎ
と
な
り
、
同
時

に
働
き
方
の
見
直
し
に
よ
り
賃
率
が
ⅱ
85
％
に
な
っ
た

と
き
は
、
26
万
１
０
０
円
が
2
年
目
の
再
雇
用
賃
金
と

な
り
ま
す
。

同
様
に
3
年
目
も
Ｃ
評
価
・
1
ラ
ン
ク
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ｎ
で

さ
ら
に
働
き
方
の
見
直
し
に
よ
り
賃
率
が
ⅲ
80
％
と

な
っ
て
22
万
４
８
０
０
円
と
な
り
、
4
年
目
は
そ
の
賃
率

の
ま
ま
Ｓ
評
価
・
2
ラ
ン
ク
Ｕ
Ｐ
で
26
万
５
６
０
０
円
と

い
う
よ
う
に
、
再
雇
用
賃
金
が
推
移
し
て
い
き
ま
す
。

次
回
は
、
役
割
給
の
活
用
に
よ
る
定
年
延
長
と
ジ
ョ

ブ
型
賃
金
の
組
み
合
わ
せ
方
法
や
、
定
年
制
廃
止
を
視

野
に
入
れ
た
、
日
本
企
業
に
合
っ
た
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
・

賃
金
待
遇
の
あ
り
方
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

昇
給
単
位
の
金
額
は
任
意
に
設
定
で
き
ま
す
が
、
図

表
５
で
は
正
社
員
の
Ⅲ
等
級
の
昇
給
単
位
２
８
０
０
円

を
用
い
た
例
1
と
、
賃
金
改
定
幅
の
拡
大
を
ね
ら
っ
て

５
０
０
０
円
と
し
た
例
2
を
示
し
ま
し
た
。

こ
の
例
で
は
、
2
年
目
は
Ｘ
さ
ん
の
職
務
レ
ベ
ル
を
Ａ

評
価
＝
「
1
ラ
ン
ク
Ｕ
Ｐ
」
と
判
定
し
、
例
2
の
５
０

０
０
円
×
2
倍
＝
1
万
円
の
昇
給
を
行
い
ま
し
た
。
結

果
、
2
年
目
の
金
額
は
29
万
円・7
ラ
ン
ク
と
な
り
ま
す
。

「
1
ラ
ン
ク
Ｕ
Ｐ
」
と
判
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

2
年
目
の
賃
金
も
7
ラ
ン
ク
の
ま
ま
な
の
は
、
昇
給
単

位
の
金
額
（
５
０
０
０
円
）
が
職
務
レ
ベ
ル
変
更
に
見

合
う
賃
金
改
定
を
１
回
で
カ
バ
ー
で
き
る
大
き
さ
に
設

定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
定
年
後
も
あ
る
年
限
ま

で
有
期
雇
用
を
反
復
・
継
続
す
る
合
意
の
も
と
で
は
、

こ
の
程
度
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
実
務
上
あ
り
得
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
3
年
目
も
職
務
レ
ベ
ル
を
Ａ

評
価
＝
「
1
ラ
ン
ク
Ｕ
Ｐ
」
と
判
定
す
れ
ば
、
再
度
５

０
０
０
円
×
２
倍
＝
１
万
円
昇
給
し
、
３
年
目
で
30
万

円
・
8
ラ
ン
ク
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
の
改
定
基
準
を
用
い
た

契
約
更
改
を
続
け
る
と
、
段
階
的
に
各
人
の
職
務
レ
ベ

ル
に
対
応
す
る
賃
金
ラ
ン
ク
の
上
限
額
に
接
近
し
、
収

れ
ん
し
ま
す
（
段
階
接
近
法
®）。

ま
た
、
契
約
更
改
後
の
働
き
方
に
つ
い
て
本
人
の
申
し

出
が
あ
っ
た
と
き
な
ど
は
、
相
談
の
う
え
、
働
き
方
や
人

材
活
用
の
仕
方
が
変
わ
る
と
き
は
、
対
応
す
る
新
た
な
賃

率
（
85
％
、
80
％
な
ど
）
を
用
い
て
再
雇
用
賃
金
を
合
意

定
さ
れ
る
場
合
は
85
％
、
ⅲ
大
き
く
制
約
さ
れ
る
場
合

は
80
％
と
い
う
よ
う
に
、
正
社
員
と
定
年
後
再
雇
用
者

と
の
均
衡
待
遇
が
常
に
維
持
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

短
期
決
済
型
の
再
雇
用
賃
金
の

運
用
方
法

4前
の
節
で
昇
給
単
位
の
金
額
は
任
意
に
設
定
で
き
る

と
書
き
ま
し
た
が
、
職
務
限
定
の
有
期
雇
用
に
ふ
さ
わ

し
い
短
期
決
済
型
の
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
を
運
用
す
る
た
め

に
は
、
定
年
前
の
正
社
員
の
昇
給
ピ
ッ
チ
（
例
：
Ⅲ
等

級
２
８
０
０
円
、
Ⅳ
等
級
３
７
０
０
円
な
ど
）
よ
り
も

意
識
的
に
大
き
な
昇
給
単
位
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
高
齢
者
の
場
合
、
働
く
人
の
志
向
性
や

健
康
状
態
、
家
庭
事
情
な
ど
に
よ
り
、
能
力
・
意
欲
は

も
と
よ
り
、
本
人
が
希
望
す
る
就
労
条
件
も
予
想
外
に

変
化
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
す
。

業
務
の
内
容
や
責
任
の
程
度
が
大
き
く
変
わ
る
可
能

性
や
、
契
約
そ
の
も
の
を
終
了
さ
せ
る
可
能
性
も
想
定

す
る
と
、
契
約
更
改
の
つ
ど
対
応
す
る
賃
金
ラ
ン
ク
に

変
更
で
き
る
短
期
決
済
型
の
仕
組
み
の
ほ
う
が
、
合
理

性
が
あ
る
と
い
う
意
見
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

図
表
５
で
は
正
社
員
と
同
じ
賃
金
改
定
手
法
（
段
階

接
近
法
®）
を
継
続
雇
用
賃
金
に
応
用
す
る
方
法
を
紹

介
し
ま
し
た
が
、
短
期
決
済
型
の
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
の
考

え
方
を
よ
り
一
歩
進
め
て
、
職
務
レ
ベ
ル
の
判
定
に
対

応
し
た
賃
金
ラ
ン
ク
の
上
限
額
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
適
用

す
る
方
法
を
紹
介
し
ま
す
（
図
表
６
）。

こ
れ
は
労
働
契
約
書
で
定
め
た
職
務
内
容
（
賃
金
ラ

ン
ク
に
連
動
）
に
つ
い
て
、
1
年
間
の
実
績
評
価
と
職

務
レ
ベ
ル
判
定
を
行
い
、
ま
た
働
き
方
に
つ
い
て
も
話

し
合
い
、
契
約
更
改
の
都
度
対
応
す
る
賃
金
ラ
ン
ク
お

よ
び
賃
率
の
再
雇
用
賃
金
を
提
示
し
ま
す
。

前
述
の
Ｘ
さ
ん
の
例
で
い
う
と
、
定
年
前
の
賃
金
35

万
円
に
支
給
率
80
％
（
賃
率
90
％

－

減
額
率
10
％
）
を

図表6　短期決済型のジョブ型継続雇用賃金の実施例
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Ⅳ等級
正社員

係長・職長クラス
（役割給）

↓ゾーン
賃率→

（無限定勤務）

100%
Sゾーン上限 451,000

A　〃 419,000

B　〃 389,000

C　〃 360,000

D　〃 332,000

下限額 306,000

7ランク
定年再雇用

主任・チーフクラス
（ジョブ型継続雇用賃金表）

↓賃金ランク
賃率→

まったく
変わらない

（無限定勤務）

ⅰ再雇用という
事情以外は基本
的に変わらない

ⅱ働き方や人材
活用が若干限定
される

ⅲ働き方や人材
活用が大きく制
約される 職務レベルの判定基準（例）

100% 90% 85% 80%
9 389,000 350,100 330,650 311,200 外部と連携し、幅広い知識を活用し

て裁量的に判断・意思決定する仕事

8 360,000 324,000 306,000 288,000

7 332,000 ※ 298,800 282,200 ※ 265,600
企画・プロセスを配慮しながら自主
的に判断・意思決定する仕事

6 306,000 275,400 ※ 260,100 244,800

5 281,000 252,900 238,850 ※ 224,800
一定の計画・手順を活用して自己責
任で判断する仕事

4 257,000 231,300 218,450 205,600

※ 350,000

※Ⅳ等級35万円 （賃率100％）×賃金支給率80％　→　※Ⅲ等級28万円 （賃率90％）
定年前：Ⅳ等級係長・職長クラスの例※
基本給Bゾーン35万円、定年後は80％の28万円に換算（賃率90％）し、1年目は90％の継続雇用賃金の上限額＝7ランク・298,800円を適用、
2年目以降も職務レベル判定に見合う賃金ランクと、働き方に見合う賃率の上限額を1年契約で適用する。

1年目

2年目 3年目

4年目

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度賃金制度ののつくり方つくり方



定
年
後
再
雇
用
と
定
年
延
長
の

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

1前
回
ま
で
、
正
社
員
に
役
割
給
を
、
60
歳
以
降
の
定

年
後
再
雇
用
者
に
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
を
そ
れ
ぞ
れ
導
入
す

る
こ
と
に
よ
り
、
異
な
る
雇
用
形
態
の
高
齢
者
に
、
役

割
と
貢
献
度
を
共
通
の
評
価
軸
と
す
る
シ
ン
プ
ル
な
賃

金
待
遇
を
適
用
す
る
方
法
を
説
明
し
て
き
ま
し
た
。

最
終
回
は
、
よ
り
積
極
的
な
高
齢
者
雇
用
の
方
策
と

し
て
、
役
割
給
お
よ
び
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
を
活
用
し
た
65

歳
ま
で
の
定
年
延
長
の
す
す
め
方
を
解
説
し
ま
す
。

図
表
１
は
定
年
後
再
雇
用
と
定
年
延
長
そ
れ
ぞ
れ
の

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
比
較
し
た
も
の
で
す
。

周
知
の
通
り
、
大
多
数
の
企
業
は
、
こ
れ
ま
で
60
歳

定
年
後
の
再
雇
用
制
度
に
よ
っ
て
65
歳
ま
で
の
雇
用
義

務
に
対
応
し
て
き
ま
し
た
。
最
大
の
理
由
は
、
そ
れ
ま

で
の
正
社
員
の
年
功
的
な
賃
金
カ
ー
ブ
の
延
長
線
上
に

高
齢
者
を
雇
用
し
た
の
で
は
、
想
定
外
の
人
件
費
の

オ
ー
バ
ー
・
コ
ス
ト
を
招
き
、
賃
金
を
切
り
下
げ
な
い

と
そ
れ
以
上
の
雇
用
延
長
が
難
し
か
っ
た
か
ら
で
す
。

定
年
を
境
に
い
っ
た
ん
退
職
し
、
以
降
は
有
期
雇
用
契

約
と
し
て
役
割
・
労
働
条
件
を
リ
セ
ッ
ト
さ
せ
る
再
雇

65
歳
定
年
延
長
と
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
（
ま
と
め
）

★本連載の第1回から最終回までを、当機構（JEED）ホームページでまとめてお読みいただけます
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/series.html

2023.10
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定年後再雇用 定年延長
定年 60 歳 65歳

65歳まで
の雇用形態

嘱託などの有期雇用契約
１年有期雇用を原則として反復更新

正社員
期間の定めなし・無期雇用

勤務形態 フルタイム勤務またはパートタイム勤務 フルタイム勤務（ただし育児・介護などの短時間勤
務制度あり）

前提
・ 定年前の賃金待遇に比べ高齢社員の貢献度が低く、
生産性の高い仕事が用意しにくい
・ 定年後は賃金待遇を切り下げないと人件費のオー
バー・コストを招く

・ 60 歳以降の高齢社員が活躍できる仕事のニーズが
十分ある
・ 定年を延長し活躍できる高齢者が増えれば経営プラ
ス効果も大きい

メリット
・ 定年を境に有期雇用に転換、役割・労働条件・意識
をリセットしやすい
・ 職務内容や働き方など個別事情に対応し、賃金待遇
を軽量化しやすい

・ 65 歳まで途切れなく組織的な帰属意識と貢献意欲
を保ちやすい
・高齢社員の変わらない活躍が期待できる
・複雑な制度の使い分けが不要

デメリット
・ 定年を境に仕事の質が低下、帰属意識も働く意欲も
低下する高齢社員が多い
・ 正社員との均衡待遇の観点から不合理な賃金の待遇
差が問題となるリスクがある

・ 定年まで変わらない活躍を求め、正社員として同一
の労働条件を適用するため人件費が肥大化しがち
・ 若年・中堅層の成長機会や活躍の場を奪うリスクが
ある

図表１　定年後再雇用と定年延長のメリット・デメリット

　従来型のヒト基準の日本的人事制度が制度疲労を起こし、年齢や性別を問わず人材が
活躍できるシンプルな雇用・人事・賃金制度に対するニーズが高まっています。最終回は、
正社員の役割給と 60歳以降のジョブ型賃金による定年後再雇用制度を実施した後の
展開として、65歳までの定年延長さらには定年廃止につなげていく方法について解説
します。

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度の
　従来型のヒト基準の日本的人事制度が制度疲労を起こし、年齢や性別を問わず人材が

賃金制度賃金制度賃金制度賃金制度賃金制度賃金制度のの
つくり方つくり方株式会社プライムコンサルタント  代表   菊

き く

谷
や

寛
ひ ろ

之
ゆ き

最終回



用
制
度
の
方
が
、
働
く
方
も
気
持
ち
を
切
り
替
え
や
す

く
、
企
業
に
と
っ
て
も
使
い
勝
手
が
よ
か
っ
た
わ
け
で

す
（
連
載
第
3
回
〈
２
０
２
３
年
７
月
号
〉
参
照
）。

他
方
、
再
雇
用
に
と
も
な
う
賃
金
待
遇
の
切
り
下
げ

は
、
高
齢
社
員
の
仕
事
の
質
の
低
下
、
ひ
い
て
は
帰
属

意
識
や
働
く
意
欲
を
大
き
く
低
下
さ
せ
、
定
年
前
の
正

社
員
に
も
悪
影
響
が
お
よ
ぶ
な
ど
の
弊
害
が
多
く
の
企

業
で
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
新
パ
ー
ト
タ
イ
ム・

有
期
雇
用
労
働
法
（
２
０
２
０
〈
令
和
２
〉
年
４
月
施

行
）
が
求
め
る
均
衡
待
遇
の
規
定
に
照
ら
し
て
も
、
安

易
な
賃
金
待
遇
の
切
り
下
げ
は
、
法
が
禁
止
す
る
不
合

理
な
賃
金
待
遇
差
に
問
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

近
年
は
人
手
不
足
の
波
が
高
齢
者
雇
用
に
も
押
し
寄

せ
、
65
歳
定
年
延
長
に
ふ
み
切
る
会
社
が
じ
り
じ
り
と

増
え
続
け
、
２
０
２
２
年
６
月
１
日
現
在
、
65
歳
定
年

の
企
業
は
22・２
％
に
達
し
ま
し
た
（
厚
生
労
働
省
「
令

和
4
年
『
高
年
齢
者
雇
用
状
況
等
報
告
』
※１
）。

定
年
延
長
を
実
施
し
た
企
業
の
動
向
を
み
る
と
、
少

子
化
で
熟
練
技
能
や
専
門
業
務
の
承
継
者
不
足
が
問
題

と
な
る
な
か
、
60
歳
以
降
の
高
齢
社
員
の
仕
事
の
ニ
ー
ズ

が
根
強
く
、
安
定
し
て
働
け
る
高
齢
者
が
増
え
れ
ば
プ
ラ

ス
効
果
が
大
き
い
と
い
う
経
営
判
断
が
う
か
が
え
ま
す
。

働
く
方
も
、
65
歳
ま
で
仕
事
も
労
働
条
件
も
途
切
れ

な
く
安
定
す
る
定
年
延
長
の
ほ
う
が
、
長
年
働
い
て
き

た
組
織
へ
の
帰
属
意
識
と
貢
献
意
欲
を
保
ち
や
す
い
と

い
う
の
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
65
歳
ま
で
は
定
年
後
再
雇
用
ま
た
は
定
年

※1　 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29133.html
※2　https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745472.pdf

延
長
、
定
年
廃
止
な
ど
の
方
法
で
希
望
者
全
員
の
雇
用

を
確
保
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、
65
歳
〜
70
歳

ま
で
の
就
業
確
保
措
置
に
つ
い
て
は
、
努
力
義
務
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
希
望
者
全
員
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
直

近
2
年
の
人
事
評
価
が
Ｂ
以
上
」、「
過
去
３
年
間
の
出

勤
率
が
95
％
以
上
」
な
ど
の
具
体
的
・
客
観
的
な
対
象

者
基
準
を
就
業
規
則
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
対
象
者

を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
厚
生
労
働
省
「
高
年

齢
者
雇
用
安
定
法
Ｑ
＆
Ａ
（
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置

関
係
）」⑩
⑬
※２
）。

65
歳
定
年
延
長
の
す
す
め
方

2正
社
員
の
役
割
給
と
再
雇
用
者
の
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
を

活
用
し
て
65
歳
定
年
延
長
を
実
施
す
る
パ
タ
ー
ン
は
、

大
き
く
２
通
り
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
単
純
に
全
員
同
一

基
準
で
65
歳
定
年
延
長
を
実
施
す
る
方
法
、
も
う
一
つ

は
あ
る
年
齢
以
降
の
正
社
員
は
責
任
役
職
を
離
れ
る

「
シ
ニ
ア
社
員
制
度
」
を
活
用
す
る
方
法
で
す
。

前
者
は
年
功
的
な
賃
金
カ
ー
ブ
が
そ
れ
ほ
ど
立
っ
て

い
な
い
中
堅
・
中
小
企
業
が
、
役
割
給
の
全
面
導
入
を

前
提
と
し
て
、
65
歳
定
年
延
長
を
実
施
す
る
一
般
的
な

パ
タ
ー
ン
で
す
（
図
表
２
）。

ま
ず
、
賃
金
カ
ー
ブ
が
そ
れ
ほ
ど
立
っ
て
い
な
い
企

業
の
場
合
、
役
割
等
級
別
に
範
囲
給
を
設
定
し
、
貢
献

度
の
高
さ
に
見
合
う
賃
金
の
上
限
規
制
を
実
施
す
る
こ

と
に
よ
り
、
高
齢
社
員
の
人
件
費
オ
ー
バ
ー
・
コ
ス
ト

は
目
に
見
え
て
解
消
し
ま
す
。
い
っ
た
ん
そ
の
見
通
し

が
定
着
す
れ
ば
、
高
齢
者
の
雇
用
ニ
ー
ズ
が
高
い
会
社

は
、
比
較
的
短
い
期
間
で
役
割
給
を
受
け
皿
と
す
る
65

歳
定
年
延
長
に
移
行
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

前
回
、
ジ
ョ
ブ
型
継
続
雇
用
賃
金
表
の
運
用
事
例
を ©株式会社プライムコンサルタント　禁無断転載

図表2　役割給の全面導入による65歳定年延長のイメージ

（金額）

（年齢）
60歳 65歳 70歳

雇用確保措置雇用確保措置

Ⅵ（部長級）Ⅵ（部長級）

Ⅴ（課長級）Ⅴ（課長級）

Ⅳ（係長級）Ⅳ（係長級）

Ⅲ（主任級）Ⅲ（主任級）

Ⅱ（非役職）Ⅱ（非役職）

Ⅰ（非役職）Ⅰ（非役職）

部長モデル部長モデル

課長モデル課長モデル

非役職モデル非役職モデル

主任モデル主任モデル

係長モデル係長モデル

役割給の
上限・下限
イメージ

役割給の
上限・下限
イメージ

役割の違い
（役割等級）
役割の違い
（役割等級）

役職・配置の随時見直し役職・配置の随時見直し

貢
献
の
差

（
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
）

役割給の昇給・昇格
モデルカーブのイメージ
（役割と貢献度により
賃金カーブが分岐）

・実力主義の人事を柔軟に行い、適正配
置により組織の戦闘力を維持する
・昇降格にメリハリをつけ、属人的・身分
的な待遇から脱皮する

定
年

就業確保措置就業確保措置

正社員と継続雇
用に同一の役割
給体系を適用

（対象者を限定）（対象者を限定）

定年後再雇用賃金
（ジョブ型賃金待遇）

同一労働同一賃金
に抵触しない設定

契約更改契約更改

定年後再雇用定年後再雇用

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度賃金制度ののつくり方つくり方



紹
介
し
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
１
年
ご
と
の
契
約
更
改

を
く
り
返
す
定
年
後
再
雇
用
は
、
役
割
・
職
務
内
容
と

働
き
方
を
見
直
し
、
ジ
ョ
ブ
型
の
柔
軟
な
賃
金
待
遇
を

実
践
す
る
方
式
に
適
し
て
い
ま
す
。

無
期
雇
用
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
正
社
員
に
は
、

さ
す
が
に
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
は
フ
ィ
ッ
ト
し
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
今
後
は
正
社
員
に
つ
い
て
も
、
組
織
の
ニ
ー
ズ
、
そ

し
て
働
く
人
の
ニ
ー
ズ
を
ふ
ま
え
て
役
割
・
職
務
内
容

や
働
き
方
を
見
直
す
、
よ
り
柔
軟
な
個
別
の
賃
金
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
は
人
的
資
本
経
営
の
考
え
方
が
中
小
企
業

に
も
浸
透
し
、
事
業
戦
略
の
見
直
し
や
環
境
変
化
に
積

極
的
に
適
応
す
る
企
業
が
優
位
性
を
占
め
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
企
業
で
は
、
い
わ
ば
戦
略
的
な

組
織
・
人
事
運
営
が
あ
た
り
前
に
な
り
、
経
営
者
は
性

別
・
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
役
割
の
配
置
や
職
務
内
容

を
不
断
に
見
直
し
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
実
力

人
材
を
早
期
に
発
掘
・
登
用
す
る
こ
と
に
注
力
す
る
で

し
ょ
う
。

す
で
に
多
く
の
企
業
で
は
従
業
員
個
々
の
役
割
と
職
務

内
容
・
成
果
責
任
を
確
認
し
、
目
標
設
定
や
業
績
評
価
、

行
動
評
価
を
行
う
仕
事
基
準
の
評
価
制
度
が
定
着
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
今
後
は
、役
割
給
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、

組
織
に
お
け
る
仕
事
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
貢
献
度

を
客
観
的
に
評
価
し
、
賃
金
待
遇
を
段
階
的
に
調
整
す
る

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
徐
々
に
定
着
す
る
と
思
わ
れ
ま
す

（
連
載
第
4
回
〈
２
０
２
３
年
8
月
号
〉
参
照
）。

シ
ニ
ア
社
員
制
度
を
活
用
し
た

65
歳
定
年
延
長

3他
方
、
定
年
前
の
賃
金
カ
ー
ブ
が
大
き
く
立
っ
て
い

る
中
堅
ク
ラ
ス
以
上
の
企
業
で
は
、
役
割
給
を
導
入
し

て
も
、
人
件
費
の
オ
ー
バ
ー
・
コ
ス
ト
は
完
全
に
は
解

消
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
場
合
、
次
善
の
策
と
し
て
役
職
定
年
や
進
路
選

択
制
の
継
続
雇
用
制
度
（
厚
生
労
働
省
「
高
年
齢
者
雇

用
安
定
法
Ｑ
＆
Ａ
〈
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
関
係
〉

1
－

5
、
1

－

6
参
照
※３
）
を
応
用
し
、
正
社
員
身
分

の
な
か
で
い
っ
た
ん
高
齢
社
員
の
賃
金
を
切
り
下
げ
る

「
シ
ニ
ア
社
員
制
度
」
を
活
用
す
る
方
法
も
有
力
な
選

択
肢
と
い
え
ま
す
。図
表
３
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
図
で
す
。

こ
れ
は
55
〜
60
歳
前
後
を
境
目
に
、
原
則
と
し
て
高

齢
社
員
全
員
が
部
長
・
課
長
な
ど
の
責
任
役
職
※４
を
離

脱
し
、
65
歳
ま
で
シ
ニ
ア
社
員
（
名
称
は
任
意
）
と
し

て
高
度
専
門
職
ま
た
は
非
役
職
の
一
般
従
業
員
に
コ
ー

ス
変
更
さ
せ
、65
歳
ま
で
雇
用
を
継
続
す
る
方
法
で
す
。

正
社
員
身
分
の
間
に
新
た
な
役
割
と
職
務
内
容
に
転

換
し
て
賃
金
待
遇
を
切
り
下
げ
、
定
年
前
の
人
件
費
の

オ
ー
バ
ー・コ
ス
ト
を
一
定
程
度
減
ら
し
て
お
き
ま
す
。

そ
の
う
え
で
65
歳
以
降
の
再
雇
用
制
度
を
導
入
す
れ

ば
、
正
社
員
と
定
年
後
再
雇
用
者
と
の
間
の
賃
金

ギ
ャ
ッ
プ
も
少
な
く
な
り
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
も

対
応
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
な
お
責
任
役
職
や
通
常
の

正
社
員
に
対
し
シ
ニ
ア
社
員
の
賃
金
を
切
り
下
げ
る
根

※3　 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
※4　 部長・課長、グループ長、チーム長などの単位組織の成果責任をにない、部下を統括するマネジメントの責任者。役職離脱後は、直接の担当組織や部下

を持たず、組織マネジメントを行わない高度専門職やスタッフ職に就くことは妨げない

拠
に
つ
い
て
は
、
図
表
４
の
⑸
⑹
⑺
を
参
照
し
て
く
だ

さ
い
。

部
長
・
課
長
な
ど
の
責
任
役
職
に
対
し
て
は
、
役
職

の
任
期
を
一
定
年
限
で
区
切
り
、
事
業
成
長
の
た
め
の

機
動
的
な
組
織
運
営
に
基
づ
く
適
正
配
置
・
人
材
活
用

2023.10
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図表3　役割給とシニア社員制度を活用した65歳定年延長のイメージ

（金額）

（年齢）
60歳 65歳 70歳

シニア社員シニア社員

Ⅵ（部長級）Ⅵ（部長級）

Ⅴ（課長級）Ⅴ（課長級）

Ⅳ（係長級）Ⅳ（係長級）

Ⅲ（主任級）Ⅲ（主任級）

Ⅱ（非役職）Ⅱ（非役職）

Ⅰ（非役職）Ⅰ（非役職）

部長モデル部長モデル

課長モデル課長モデル

主任モデル主任モデル

係長モデル（標準評価）係長モデル（標準評価）

役割給の
上限・下限
イメージ

役割給の
上限・下限
イメージ

役割の違い
（役割等級）
役割の違い
（役割等級）

旧係
長モ
デル

旧係
長モ
デル

責任役職を離脱→専門職へ責任役職を離脱→専門職へ

貢
献
の
差

（
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
）

・役職定年等による責任役職の離脱を厳
格に実施する
・シニア社員の期間は退職金増加を半減
させる等の措置も可能

65歳まで正社員だが、高齢者は
シニア社員に区分 
65歳以降は再雇用制度を適用

（対象者を限定）（対象者を限定）
契約更改契約更改係長モデル（低評

価）
係長モデル（低評

価）

雇用確保措置雇用確保措置 就業確保措置就業確保措置

定
年

正社員、シニア社員、
再雇用ともに同一の
役割給体系を適用

一定年齢～定年まで
シニア社員として、役割を
見直し待遇を下げる

役割・貢献度に基づく
弾力的な賃金待遇

定年後再雇用賃金
（ジョブ型賃金待遇）

同一労働同一賃金
に抵触しない設定



ト
ワ
ー
ク
を
会
社
が
必
要
と
す
る
専
門
分
野
や
フ
ロ
ン

ト
ラ
イ
ン
で
発
揮
さ
せ
ま
す
。
後
継
者
の
業
務
支
援
や

Ｏ
Ｊ
Ｔ
な
ど
の
後
方
支
援
に
と
ど
ま
ら
ず
、
顧
客
リ

レ
ー
シ
ョ
ン
や
外
部
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
た
商
品

開
発
や
外
部
調
達
、
技
術
導
入
、
新
業
態
開
発
、
業
務

の
内
製
化
な
ど
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
な
成
果
の
上
が

る
テ
ー
マ
に
貢
献
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

事
業
戦
略
に
連
動
し
て
、
具
体
的
な
成
果
を
上
げ
る

組
織
運
営
と
人
事
が
徹
底
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
現

実
に
高
齢
社
員
の
役
割
給
が
オ
ー
バ
ー
・
コ
ス
ト
に
な

ら
な
い
レ
ベ
ル
に
事
業
の
収
益
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
れ
ば
、
シ
ニ
ア

社
員
制
度
に
頼
ら
な
く
と
も
、
一
律
の
役
割
給
に
基
づ

く
65
歳
定
年
制
に
移
行
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。

定
年
制
の
廃
止
を
視
野
に

4以
上
の
よ
う
に
、
役
割
給
や
再
雇
用
の
ジ
ョ
ブ
型
賃

金
が
徐
々
に
定
着
す
れ
ば
、メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
雇
用・

人
事
の
も
と
で
も
役
割
・
職
務
内
容
や
働
き
方
の
見
直

し
、
弾
力
的
な
賃
金
待
遇
が
い
わ
ば
あ
た
り
前
の
も
の

に
近
づ
き
、
日
本
で
も
ジ
ョ
ブ
型
に
近
い
開
放
的
な
組

織
風
土
が
浸
透
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
れ
ば
正
社
員
と
定
年
後
再
雇
用
の
境
目
も
意

味
が
薄
れ
、
定
年
制
を
廃
止
し
役
割
給
を
全
面
導
入
す

る
段
階
に
移
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
年

齢
に
よ
る
雇
用
差
別
が
禁
止
さ
れ
、
日
本
の
よ
う
な
定

年
制
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
定
年
が
な
い
と
い
っ
て

も
、
い
つ
ま
で
も
働
き
た
い
だ
け
働
け
る
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
は
な
く
、
明
確
な
成
果
責
任
と
実
績
評
価
に

基
づ
く
雇
用
・
賃
金
管
理
が
行
わ
れ
、
企
業
も
外
部
か

ら
新
た
な
人
材
を
積
極
的
に
採
用
す
る
の
で
、
つ
ね
に

人
材
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。
外
部
基
準
に
よ
る
雇
用
人

事
管
理
を
通
し
て
役
割
・
職
務
内
容
や
業
績
に
応
じ
た

市
場
価
値
に
よ
る
賃
金
待
遇
が
浸
透
し
、
結
果
と
し
て

職
種
・
地
域
の
世
間
相
場
に
準
拠
し
た
フ
ラ
ッ
ト
な
賃

金
カ
ー
ブ
に
な
る
の
で
す
。

一
般
の
日
本
企
業
が
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
よ

う
な
職
務
給
に
基
づ
く
完
全
な
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
に
な
る

こ
と
は
将
来
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
は
人
手
不

足
が
ま
す
ま
す
進
行
す
る
な
か
で
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

型
と
ジ
ョ
ブ
型
が
混
在
し
た
多
様
な
雇
用
・
人
事
管
理

へ
と
諸
制
度
が
変
化
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。

特
に
専
門
人
材
を
外
部
か
ら
採
用
す
る
動
き
は
活
発

化
し
、少
な
く
と
も
年
功
賃
金
を
基
軸
と
す
る
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
型
の
雇
用
・
人
事
を
唯
一
あ
る
い
は
最
優
先
と

す
る
考
え
方
は
徐
々
に
解
体
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
世
代
や
い
ま
だ
一
部
に
み
ら
れ
る
男

女
の
性
別
役
割
分
担
を
超
え
て
、
社
会
が
必
要
と
す
る

仕
事
の
機
会
が
、
広
く
オ
ー
プ
ン
に
提
供
さ
れ
、
働
く

人
た
ち
が
い
っ
そ
う
活
躍
し
や
す
い
、
開
放
的
な
雇
用

と
賃
金
処
遇
の
仕
組
み
を
探
求
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

を
徹
底
し
、
成
果
責
任
を
明
確
に
し
た
実
力
主
義
の
人

事
処
遇
を
行
い
ま
す
。

責
任
役
職
を
離
脱
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
新
た
な

役
割
を
付
与
す
る
リ
ス
キ
リ
ン
グ
と
再
配
置
を
進
め
、

そ
れ
ま
で
の
経
験・専
門
知
識
や
熟
練
技
能
、人
的
ネ
ッ©株式会社プライムコンサルタント　禁無断転載

図表４　定年後再雇用と65歳定年延長の賃金待遇の取扱い

65歳までの
取扱い 60歳定年・定年後再雇用

65歳定年延長

全員同一基準
（図表２）

シニア社員制度
（図表３）

職務内容、
役職

定年後も同一の職務内容または
新たな職務内容に変更⑴

原則として定年まで職務内容は
無限定
一部専門職は職務限定正社員制
度あり⑶

60歳以降シニア社員は原則とし
て責任役職を離脱し新たな職務
内容に変更⑸

配置・異動
定年後も配置異動の範囲は同一
または勤務地・職種などを限定
⑵

原則として無限定
一部勤務地限定社員制度あり⑷

60歳以降シニア社員は勤務地・
職種等を限定⑹

賃金制度
定年後再雇用賃金（本連載はジョブ型）
…上記⑴⑵および「定年後再雇用」な
どそのほかの事情に応じて賃金を減額

定年まで正社員の賃金制度をフ
ル適用
⑶⑷の事情に応じ例外措置あり

シニア社員賃金…正社員の賃金
制度に準じ、上記⑸⑹の事情に
応じて減額

均衡待遇の
規定
（パートタイム・
有期雇用労働法
第 8条 不合理
な待遇の禁止）

60 歳定年前正社員と定年後再雇
用との賃金の不合理な待遇差を
禁止

65歳定年前正社員と定年後再雇
用との賃金の不合理な待遇差を
禁止

・ シニア社員を含め正社員同士
の賃金の待遇差は均衡待遇の
対象外⑺
・ 65 歳定年前正社員（シニア社
員含む）と定年後再雇用との
賃金の不合理な待遇差を禁止

シニア社員のためのシニア社員のための

「「ジョブ型ジョブ型」」賃金制度賃金制度ののつくり方つくり方
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